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は
じ
め
に

礼法秩序論をめぐって

　
一
九
九
五
年
八
月
、
中
国
は
安
徽
省
黄
山
市
に
お
い
て
、
『
第
三
回
中
国
儒
学
与
法
律
文
化
研
究
会
』
が
「
儒
家
の
義
利
観
念
と
市
場
経
済
」

を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
さ
れ
、
筆
者
も
こ
れ
に
参
加
し
報
告
す
る
機
会
を
得
た
。

　
儒
家
の
義
利
観
念
が
市
場
原
理
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
大
き
く
三
つ
の
説
が
考
え
ら
れ
る

と
し
て
、
私
は
会
議
で
次
の
よ
う
な
紹
介
を
行
な
っ
た
。

　
一
つ
は
、
儒
家
の
観
念
は
市
場
原
理
と
相
容
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
市
場
原
理
は
、
私
利
を
肯
定
し
、
自
立
し
た
個
人
に
よ
る
競
争



を
前
提
す
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
は
合
理
的
存
在
で
あ
り
、
計
算
可
能
な
行
為
を
す
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
儒
家
の
観

念
で
は
、
私
利
を
全
く
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
「
義
」
に
よ
る
制
約
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
又
、
儒
家
の
観
念
で
は
、

人
間
は
必
ず
合
理
的
な
行
為
を
す
る
、
理
性
の
み
を
備
え
た
存
在
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
人
間
は
情
動
的
面
を
含
め
た
多
様
な
性

質
を
備
え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
諸
個
人
は
、
例
え
ば
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
の
よ
う
な
社
会
的
名
分
関
係
の
中
で

理
解
さ
れ
、
従
っ
て
、
個
人
よ
り
は
社
会
（
共
同
体
）
が
重
視
さ
れ
、
人
々
に
は
そ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
の
調
和
的
行
為
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。
私
利
を
規
制
す
る
「
義
」
と
は
、
一
面
で
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
名
分
関
係
を
実
現
し
た
社
会
倫
理
秩
序
そ
れ
自
体
で
も
あ
る
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
レ

の
よ
う
に
儒
家
の
観
念
を
理
解
す
れ
ば
、
儒
家
の
義
利
観
念
は
市
場
の
競
争
原
理
と
全
く
相
容
れ
な
い
観
念
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
二
つ
に
は
、
今
日
の
ア
ジ
ア
各
国
の
経
済
発
展
と
そ
こ
に
共
通
す
る
儒
教
に
着
目
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
様
々
の
主
張
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

儒
家
の
観
念
が
資
本
制
的
市
場
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
余
英
時
は
、
資
本
制
と
儒
家
の
観
念
と
を
直
接
結
び
つ
け

る
こ
と
を
慎
重
に
留
保
し
つ
つ
も
、
儒
家
の
観
念
が
資
本
制
市
場
下
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
儒
家
に
よ
る
「
義
」

の
重
視
は
、
近
世
に
中
国
商
人
の
内
面
倫
理
を
展
開
さ
せ
、
内
在
的
超
越
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
市
場
に
お
け
る
経
済
活
動
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
レ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
に
外
在
的
超
越
を
も
た
ら
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
に
匹
敵
す
る
役
割
を
果
た
し
た
、
と
主
張
す
る
。

　
三
つ
に
は
、
森
島
通
夫
の
主
張
が
あ
る
。
氏
は
、
現
代
の
市
場
で
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
な
個
人
の
競
争
に
よ
る
需
要
供
給
の
一
般
的
均
衡
は

ど
こ
に
も
成
立
し
て
お
ら
ず
、
空
想
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
す
る
。
非
セ
イ
法
則
的
現
代
市
場
で
は
、
公
共
的
資
金
の
投
資
と
政

府
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
官
僚
制
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
又
、
私
企
業
に
お
い
て
も
、
労
働
者
間
の

完
全
な
自
由
競
争
は
却
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、
労
働
者
も
実
際
に
は
企
業
の
中
で
官
僚
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、
自
由
市
場
へ
の
政
府
の
関
与
と
公
共
的
資
金
の
投
資
に
よ
っ
て
、
即
ち
公
利
あ
る
い
は
福
利
と
い
う
「
義
」
に
よ
っ
て
、
私

利
の
調
整
及
び
そ
の
制
約
を
図
ろ
う
と
す
る
儒
家
の
考
え
は
、
現
代
の
市
場
に
極
め
て
適
合
的
な
考
え
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
儒
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

が
官
僚
制
を
支
持
す
る
有
効
な
観
念
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
も
、
現
代
市
場
を
経
営
す
る
う
え
で
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
理
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礼法秩序論をめぐって

解
は
、
社
会
主
義
下
で
の
市
場
の
存
在
可
能
性
を
開
い
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
る
。

　
儒
家
の
義
利
観
念
お
よ
び
経
済
体
制
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
儒
家
の
義
利
観
念
と
言
っ
て
も
、
論
者
、
時
代
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
り
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
論
的
に
概
括
す
れ
ば
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぢ
　

う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
義
」
は
、
ω
「
修
身
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
個
人
倫
理
、
ω
「
均
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
平
等
と
い
う

社
会
倫
理
、
或
い
は
⑥
そ
れ
ら
倫
理
的
行
為
の
規
準
、
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
一
方
「
義
」
と
対
立
す
る
概
念
は
「
私
利
」
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
ω
物
的
、
精
神
的
、
社
会
的
な
私
的
利
益
、
或
い
は
働
功
利
的
結
果
の
み
を
重
視
し
た
私
的
行
為
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
社

会
的
名
分
秩
序
や
社
会
的
福
利
を
実
現
す
る
行
為
は
、
「
公
利
」
と
考
え
ら
れ
、
「
義
」
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
か
ら
、
経
済
体
制
に
つ
い
て
も
、
儒
家
は
自
由
経
済
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
一
面
で
そ
れ
を
容
認
し
つ
つ
、
他
方
で
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

府
に
よ
る
関
与
を
認
め
て
い
た
。
即
ち
、
儒
家
は
「
公
利
」
に
よ
る
自
由
経
済
の
調
整
・
制
約
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
私
利
」
の
追
求
は
、
常
に
「
義
」
に
よ
る
制
約
を
受
け
、
公
共
的
調
整
の
下
に
服
さ
れ
、
社
会
的
福
利
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
公
利
」
と
は
、
今
日
的
に
言
え
ば
、
政
府
に
よ
る
公
共
的
資
金
の
投
資
と
い
う
性
格
を
も
持
っ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
統
治
者
に
は
、
個
人
倫
理
即
ち
個
人
的
「
義
」
を
自
己
の
内
に
酒
養
し
倫
理
的
自
己
の
完
成
を
達
成
す
る
と
同
時
に
、
被
治
者
の
為
に
公
共

的
「
義
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
義
」
は
、
そ
れ
が
統
治
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
被
治
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
レ

と
っ
て
は
外
在
的
な
行
為
規
準
と
も
な
る
。
し
か
し
、
儒
家
は
そ
の
内
面
化
を
求
め
、
従
っ
て
教
化
即
ち
被
治
者
の
教
育
を
極
め
て
重
視
し
た
。

　
儒
家
の
論
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
統
治
者
、
政
府
は
「
義
」
の
内
容
の
確
定
者
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
儒
家
の
統
治
者
観
は
、
そ
れ
が
法
家
的
君
主
像
と
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
た
時
、
権
力
の
分
割
が
馴
染
ま
な
い
集
権
的
支
配
制
度
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ご
ロ

て
帝
政
期
中
国
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
集
権
体
制
を
支
え
る
官
僚
制
が
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
極
め
て
深
刻
な
問
題
は
、
統
治
者
、
政
府
に
よ
る
誤
っ
た
決
定
を
如
何
に
修
正
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
般
的
に
言
っ
て
、
統
治
者
に
よ
っ
て
一
旦
下
さ
れ
た
決
定
は
、
そ
れ
が
誤
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
修
正
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
困
難
が
伴

う
。
そ
れ
は
、
集
権
的
権
力
の
弊
害
で
あ
る
と
同
時
に
、
官
僚
制
の
弊
害
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
今
日
で
も
、
政
府
・
官
僚
の
誤
っ
た
決
定
に

基
づ
く
公
共
的
資
金
の
投
資
が
、
修
正
さ
れ
ず
浪
費
的
投
資
へ
と
変
質
し
て
い
る
場
面
は
、
多
く
見
か
け
る
事
態
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
儒
家
の
本
来
の
観
念
で
は
、
過
ち
を
修
正
す
る
こ
と
が
支
配
者
に
も
求
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
分
封
的
制
度
の
主
張
は
、
地

方
分
権
的
制
度
の
構
築
に
適
合
的
な
主
張
で
も
あ
っ
た
。
又
、
統
治
者
へ
の
批
判
と
い
う
点
で
も
、
儒
家
は
知
識
人
の
役
割
を
重
視
し
て
い
た
。

従
っ
て
、
前
述
の
森
島
の
言
う
競
争
的
官
僚
制
を
作
り
出
す
理
念
が
、
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　
本
稿
は
、
確
か
に
様
々
に
理
解
さ
れ
て
は
い
る
が
、
市
場
に
お
け
る
合
理
的
に
計
算
可
能
な
功
利
的
行
為
に
お
い
て
も
な
お
倫
理
規
準
と
し

て
の
「
義
」
を
重
視
す
る
と
い
う
一
点
で
は
共
通
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
儒
家
の
義
利
観
念
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
先
の
会
議
で
の
議
論

に
触
発
さ
れ
て
、
中
国
法
思
想
に
お
け
る
法
と
倫
理
の
関
係
如
何
に
つ
い
て
、
董
仲
紆
と
い
う
思
想
家
の
礼
法
理
論
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察

し
、
中
国
法
思
想
の
特
色
、
意
義
、
及
び
そ
の
限
界
を
論
じ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。

一4一
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マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
が
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
倫
理
と
対
比
し
て
描
い
て
み
せ
た
儒
教
の
理
念
型
的
理
解
が
、
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

　
レ
ジ
・
リ
ト
ル
／
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
リ
ー
ド
『
儒
教
ル
ネ
サ
ン
ス
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版
社
、
一
九
八
九
）
。
金
日
坤
『
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
儒
教
文

化
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
二
）
。

　
余
英
時
『
中
国
近
世
宗
教
倫
理
与
商
人
精
神
』
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
七
）
。
（
森
紀
子
訳
）
『
中
国
近
世
の
宗
教
倫
理
と
商
人
精
神
』
（
平
凡

社
、
一
九
九
一
）
。

　
森
島
通
夫
『
思
想
と
し
て
の
近
代
経
済
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
。

　
葛
栄
晋
は
『
中
国
哲
学
範
疇
史
』
（
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
）
で
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
せ
る
。
中
国
哲
学
史
上
、
義
と
利
と
は
一
対
の

重
要
な
道
徳
範
疇
で
あ
り
、
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
（
一
）
道
徳
行
為
と
物
質
利
益
と
の
関
係
。
こ
こ
で
、
義
は
道
徳
行
為
の
「
べ
き
」
を
指
し
、

利
は
物
質
利
益
を
指
し
た
。
利
に
は
、
又
私
利
と
公
利
の
分
が
存
在
し
た
。
凡
そ
個
人
の
物
質
利
益
を
追
求
し
て
、
民
族
や
国
家
の
利
益
を
損
な
う
も



　ハ76
（
8
）

の
は
、
私
利
と
称
さ
れ
、
階
級
、
国
家
、
民
族
の
利
益
を
謀
り
追
求
す
る
こ
と
は
、
公
利
と
称
さ
れ
た
。
（
二
）
動
機
と
効
果
と
の
関
係
。
義
を
強
調
す

る
の
は
、
義
を
道
徳
行
為
を
評
価
す
る
基
準
で
あ
る
と
し
、
只
道
徳
的
動
機
が
あ
れ
ば
、
行
為
の
結
果
は
間
わ
な
い
と
主
張
す
る
、
動
機
論
者
に
属
す

る
。
利
を
強
調
す
る
の
は
、
利
を
行
為
の
善
悪
を
評
価
す
る
基
準
で
あ
る
と
し
、
只
行
為
の
結
果
が
あ
れ
ば
、
道
徳
的
動
機
は
問
わ
な
い
と
主
張
す
る
、

結
果
論
者
に
属
す
る
。

　
侯
家
駒
『
先
秦
儒
家
自
由
経
済
思
想
』
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
『
九
八
三
）
。

　
「
上
好
義
、
則
民
莫
敢
不
服
」
『
論
語
』
（
子
路
）
。
「
義
者
天
下
之
制
也
」
『
礼
記
』
（
表
記
）
。
「
義
者
君
臣
上
下
之
事
也
、
…
臣
事
君
宜
、
下
懐
上

宜
」
『
韓
非
子
』
（
解
老
）
。
こ
の
点
で
、
社
会
倫
理
も
個
人
倫
理
も
共
に
「
義
」
と
し
て
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
エ
チ
ア
ヌ
・
バ
ラ
ー
シ
ュ
『
中
国
文
明
と
官
僚
制
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
）
。

第
一
節
董
仲
寄
の
礼
法
思
想

礼法秩序論をめぐって

　
漢
代
の
政
治
体
制
は
、
当
初
同
族
封
建
制
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
武
帝
期
に
は
、
そ
れ
は
郡
県
制
、
即
ち
中
央
集
権
体
制
へ
と
変

容
し
た
。
そ
の
間
、
漢
初
の
自
由
放
任
政
治
を
承
け
て
、
富
人
、
大
買
（
大
商
人
）
の
伸
張
を
産
み
、
貧
富
の
差
が
増
大
し
た
。
又
、
漢
初
に

は
白
衣
（
官
職
に
就
い
て
い
な
い
庶
人
）
と
し
て
存
在
し
て
い
た
中
小
地
主
、
知
識
階
級
で
あ
る
士
階
級
に
属
し
た
人
々
等
が
、
漢
政
権
維
持

の
た
め
に
次
第
に
官
吏
と
し
て
国
家
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
董
仲
箭
の
同
時
代
の
政
治
・
社
会
状
況
の
特
色
と
し

て
、
注
目
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
中
で
展
開
さ
れ
た
董
仲
好
の
思
想
を
、
本
節
で
は
、
礼
法
秩
序
論
と
し
て
理
解
し
、
紹
介
し
て
行
く
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
礼
法
秩
序
論
と
は
、
私
が
凡
そ
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
約
的
に
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
先
秦
期
に
当
初
は
儒
家

の
説
く
社
会
規
範
で
あ
る
「
礼
」
と
法
家
が
説
く
「
法
」
と
は
相
容
れ
な
い
規
範
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
に
し

た
が
っ
て
、
法
家
の
理
論
は
国
家
統
制
、
引
い
て
は
中
国
統
一
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
儒
家
理
論
は
現
実
と
の
齪
翻

を
き
た
し
、
従
っ
て
次
第
に
法
家
理
論
を
も
視
野
に
入
れ
理
論
の
再
構
成
を
行
な
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
礼
」
「
法
」
規
範
の
名
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宛
人
の
違
い
と
し
て
構
成
さ
れ
た
り
、
両
規
範
の
機
能
の
違
い
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
礼
」
「
法
」
並
立
論
は
、

さ
ら
に
漢
代
以
降
「
礼
の
法
化
」
「
法
の
礼
化
」
の
進
展
に
伴
っ
て
、
礼
法
一
体
の
秩
序
論
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
国
帝
制

期
の
常
態
と
な
っ
た
「
礼
の
法
化
」
「
法
の
礼
化
」
を
支
え
た
理
論
を
、
こ
こ
で
は
礼
法
秩
序
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

董
仲
紆
の
思
想
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
る
多
く
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
一
々
列
挙
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
直
接
引
用
し
た

文
献
の
み
を
注
で
指
示
す
る
。
従
っ
て
、
本
節
で
多
く
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
董
仲
箭
思
想
の
通
説
的
理
解
の
部
分
は
、
そ
れ
ら
引
用
さ
れ

な
い
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
お
く
。

（
一
）
董
仲
紆
の
社
会
秩
序
論

　
董
仲
野
の
社
会
秩
序
論
を
支
え
て
い
る
の
は
、
天
人
合
一
論
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
彼
の
著
書
『
春
秋
繁
露
』
の
二
端

篇
に
よ
れ
ば
、
『
春
秋
』
に
お
け
る
「
元
年
・
春
・
王
正
月
・
公
即
位
」
と
い
う
書
式
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
即
ち
、
諸
侯
に
よ
る

封
内
の
統
治
は
王
者
の
政
治
に
則
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
公
即
位
」
の
上
に
「
王
正
月
」
の
文
字
が
加
え
ら
れ
る
。
こ
の
王
者
の
政
治

は
天
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
為
に
、
「
王
正
月
」
の
上
に
天
の
端
緒
で
あ
る
「
春
」
が
置
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
春
は
宇
宙
の
最

高
原
理
で
あ
る
「
元
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
故
に
、
「
春
」
の
上
に
「
元
年
」
が
加
え
ら
れ
る
、
と
。

　
彼
の
言
う
「
天
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
陰
陽
五
行
に
支
配
さ
れ
た
自
然
の
理
法
を
言
う
だ
け
で
は
な
い
。
天
は
又
、
創
造
支
配
の
最
高
主
宰
者

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
ロ

た
る
人
格
神
で
も
あ
る
。
天
は
、
人
と
形
態
や
性
格
が
似
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
意
思
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
、
人
は
天
の
副
本
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

の
で
あ
り
、
両
者
は
相
互
感
応
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
社
会
の
支
配
・
制
度
の
原
則
は
天
意
に
よ
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
天
と
人
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

相
互
感
応
能
力
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
相
互
感
応
と
い
う
点
で
、
天
と
人
と
は
対
等
な
位
置
に
立
つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ツ

し
か
し
、
天
は
人
君
に
対
し
「
謎
告
」
す
る
能
力
を
持
つ
。
従
っ
て
、
天
は
人
に
と
っ
て
畏
敬
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
と
な
る
。
但
し
、
天
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
レ

畏
れ
る
こ
と
の
主
張
の
本
来
的
目
的
は
、
人
君
を
尊
重
す
る
こ
と
及
び
民
衆
の
反
乱
防
止
に
あ
り
、
従
っ
て
天
と
感
応
す
る
人
と
は
、
人
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

と
い
う
よ
り
天
子
即
ち
支
配
者
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
天
が
人
君
に
よ
る
支
配
を
支
え
、
正
統
化
す
る
と
い
う
、
一
種
の
王
権
神
授
説
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礼法秩序論をめぐって

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
レ

で
あ
る
君
主
権
天
授
説
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
君
主
は
天
の
代
理
人
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
天
の
人
君
に
対
す
る
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
レ

見
的
役
割
は
、
後
述
の
よ
う
に
逆
に
君
主
の
支
配
権
を
制
約
す
る
役
割
を
理
論
上
は
果
た
す
こ
と
に
も
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
せ
ズ
ほ
　

　
董
仲
寄
は
、
制
度
及
び
行
為
の
根
本
原
則
と
し
て
「
王
道
の
三
綱
」
を
掲
げ
、
そ
れ
は
「
天
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
た
。
三
綱

と
は
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
の
三
つ
の
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
天
経
地
義
に
等
し
く
、
絶
対
に
改
変
で
き
な
い
。
し
か
も
、
陰
陽
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
は
レ

ニ
値
論
理
に
価
値
差
を
導
入
し
、
陽
尊
陰
卑
を
も
不
変
普
遍
の
原
則
と
し
た
為
、
陽
で
あ
る
君
・
父
・
夫
は
、
陰
で
あ
る
臣
・
子
．
妻
に
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　
め
ロ

優
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
董
仲
紆
は
、
こ
の
よ
う
な
三
綱
及
び
五
常
こ
そ
人
々
の
行
為
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
制
度
の
根
本
理
念
で
あ
る
と

　
　
　
レ
レ

考
え
た
。

　
し
か
し
、
秩
序
の
最
高
原
理
で
あ
る
「
道
」
は
確
か
に
永
遠
に
不
変
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
た
「
礼
楽
」
と
い
う
制
度
は
時
に
よ

り
変
易
す
る
こ
と
を
、
彼
は
承
認
す
る
。
実
際
に
、
制
度
の
改
正
が
必
要
な
時
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
王
の
道
も
完
全
で
は
な
い
し
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

乱
世
の
後
は
前
制
度
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
で
は
統
治
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
漢
は
大
乱
の
後
を
継
ぐ
。
従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゆ
レ

改
制
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
董
仲
紆
の
主
張
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
制
度
の
改
正
の
本
質
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
王
者
は
制
度
を
改
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
道
を
変
革
す
る
こ
と
は
な
い
。
」
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
の
　

り
、
従
っ
て
、
制
度
の
改
正
は
、
三
綱
五
常
と
い
う
制
度
の
根
本
理
念
を
変
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

↑注（
2
）

　
「
天
者
、
百
神
之
大
君
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
郊
語
）
、
「
天
者
、
群
物
之
祖
也
。
故
遍
覆
包
函
、
而
無
所
殊
、
建
日
月
風
雨
以
和
之
、
経
陰
陽
寒
暑
以

成
也
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
嵜
伝
）
、
「
春
気
愛
、
秋
気
厳
、
夏
気
楽
、
冬
気
哀
…
天
之
志
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道
通
三
）
。

　
「
（
人
）
化
天
数
而
成
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
為
人
者
天
）
、
「
四
肢
之
各
有
処
、
如
四
時
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道
通
三
）
、
「
天
以
終
歳
之
数
、
成
人
之
身
。

故
小
節
三
百
六
十
六
、
副
日
数
也
。
大
節
十
二
分
、
副
月
数
也
。
内
有
五
臓
、
副
五
行
数
也
。
外
有
四
肢
、
副
四
時
数
也
。
乍
視
乍
瞑
、
副
昼
夜
也
。

乍
剛
乍
柔
、
副
冬
夏
也
。
乍
哀
乍
楽
、
副
陰
陽
也
。
心
有
計
慮
、
副
度
数
也
。
行
有
倫
理
、
副
天
地
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
人
副
天
数
）
、
「
人
生
有
喜
怒

一7一



43
））

　　ハ　　98765
（
1
0
）

（
n
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
14
）

1615
）　　）

哀
楽
之
答
、
春
秋
冬
夏
之
類
也
。
」
「
人
之
情
性
、
有
由
天
者
夷
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
為
人
者
天
）
。

　
「
聖
人
副
天
之
所
行
以
為
政
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
四
時
之
副
）
、
「
仁
義
制
度
之
数
、
尽
取
之
天
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
基
義
）
。

　
金
春
峰
『
漢
代
思
想
史
』
一
七
〇
頁
以
下
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
七
）
。
こ
こ
で
、
金
氏
は
董
仲
箭
の
天
人
感
応
論
に
三
つ
の
意
義
を
認

め
て
い
る
。
一
つ
は
、
人
間
の
能
力
が
重
視
さ
れ
天
と
人
が
対
等
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
は
、
人
為
、
後
天
的
な
教
育
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
、
三
つ
は
、

迷
信
へ
の
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
で
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
董
仲
野
思
想
を
通
底
す
る
呪
術
的
観
念
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え

て
い
る
。

　
「
帝
王
之
将
興
也
、
其
瑞
祥
亦
先
見
、
其
将
亡
也
、
妖
亦
先
見
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
同
類
相
同
）
、
『
漢
書
』
（
董
仲
箭
伝
）
。

　
「
天
之
不
可
不
畏
敬
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
郊
語
）
。

　
「
以
此
見
天
心
之
仁
愛
人
君
而
欲
止
其
乱
也
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
鉦
伝
）
、
「
屈
民
而
伸
君
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
玉
杯
）
。

　
愈
栄
根
『
儒
家
法
思
想
通
論
』
五
六
三
頁
（
広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
）
。

　
「
受
命
之
君
、
天
意
之
所
予
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
深
察
名
号
）
、
「
王
者
承
天
意
以
従
事
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
嵜
伝
）
、
「
天
子
受
命
干
天
、
天
下
受
命
干

天
子
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
為
人
者
天
）
。

　
「
（
王
字
）
三
画
者
、
天
地
与
人
也
。
而
連
其
中
者
、
通
其
道
也
。
取
天
地
与
人
之
中
以
為
貫
而
参
通
之
、
非
王
者
執
能
当
是
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道

通
三
）
、
「
人
主
立
干
生
殺
之
位
、
与
天
共
持
変
化
之
勢
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道
通
三
）
。

　
「
王
者
唯
天
之
施
、
施
其
時
而
成
之
、
法
其
命
而
循
之
諸
人
、
法
其
数
而
以
起
事
、
法
其
道
而
以
出
治
、
法
其
志
帰
之
干
仁
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道

通
三
）
。

　
孔
子
は
、
「
君
君
、
臣
臣
、
父
父
、
子
子
」
と
説
き
、
韓
非
は
、
「
臣
事
君
、
子
事
父
、
妻
事
夫
、
三
者
順
則
天
下
治
、
三
者
逆
則
天
下
乱
。
」
と
説
く
。

従
っ
て
、
董
仲
鉦
の
三
綱
論
も
、
思
想
史
的
展
開
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
決
し
て
新
奇
な
主
張
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
詳

し
く
は
、
章
政
通
『
董
仲
嵜
』
一
三
一
頁
以
下
（
東
大
図
書
公
司
、
一
九
八
六
）
。

　
「
仁
義
制
度
之
数
、
尽
取
之
天
。
天
為
君
而
覆
露
之
、
地
為
臣
而
持
載
之
。
陽
為
夫
而
生
之
、
陰
為
婦
而
助
之
。
春
為
父
而
生
之
、
夏
為
子
而
養
之
。

秋
為
死
而
棺
之
、
冬
為
痛
而
喪
之
。
王
道
之
三
綱
、
可
求
干
天
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
基
義
）
。

　
「
天
道
之
大
者
、
在
陰
陽
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
静
伝
）
、
「
陽
貴
而
陰
賎
、
天
之
制
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
天
　
在
人
）
、
「
諸
在
上
者
皆
為
其
下
陽
、
諸
在

下
者
各
為
其
上
陰
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
陽
尊
陰
卑
）
。

　
「
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
之
義
、
皆
取
諸
陰
陽
之
道
。
君
為
陽
、
臣
為
陰
。
父
為
陽
、
子
為
陰
。
夫
為
陽
、
妻
為
陰
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
基
義
）
。

　
後
述
の
よ
う
に
、
中
央
集
権
化
を
自
己
の
政
策
と
し
て
い
た
董
仲
紆
に
あ
っ
て
は
、
三
綱
の
中
で
も
君
臣
関
係
を
重
視
す
る
理
論
で
あ
っ
た
と
考
え
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2019

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
君
臣
及
び
父
子
関
係
は
時
間
的
に
変
化
し
う
る
（
下
剋
上
は
起
こ
り
得
る
し
、
子
は
い
つ
の
日
か
父
に
な
り
得
る
。
）

が
、
夫
婦
関
係
（
性
差
）
は
時
間
的
に
不
変
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
到
す
な
ら
ば
、
彼
の
三
綱
論
で
は
男
尊
女
卑
こ
そ
が
歴
史
的
に
は
決
定
的
な
影
響

を
与
え
続
け
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
「
入
有
父
子
兄
弟
之
親
。
出
有
君
臣
上
下
之
誼
。
会
衆
相
遇
、
則
有
書
老
長
幼
之
施
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
静
伝
）
。

　
「
先
王
之
道
、
必
有
偏
而
不
起
之
処
。
故
政
有
脆
而
不
行
。
挙
其
偏
者
以
補
其
幣
而
巳
突
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
嵜
伝
）
、
「
継
治
世
者
其
道
同
、
継
乱
世

者
其
道
変
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
寄
伝
）
。

　
「
漢
得
天
下
以
来
、
帝
欲
善
治
而
至
今
不
可
善
治
者
、
失
之
子
当
更
化
而
不
更
化
也
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
紆
伝
）
。

　
「
従
居
処
、
更
称
号
、
改
正
朔
、
易
服
色
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
楚
荘
王
）
、
「
今
所
謂
新
王
必
改
制
者
、
非
改
其
道
、
非
変
其
理
。
　
・
．
．
若
夫
大
綱
、

人
倫
、
道
理
、
政
治
、
教
化
、
習
俗
、
文
義
、
尽
如
故
、
亦
何
改
哉
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
楚
荘
王
）
、
「
王
者
有
改
制
之
名
、
無
易
道
之
実
。
」
『
春
秋
繁
露
』

（
楚
荘
王
）
。

礼法秩序論をめぐって

（
二
）
董
仲
紆
の
社
会
規
範
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
秦
が
短
日
に
滅
亡
し
た
理
由
と
し
て
、
董
仲
紆
は
、
秦
が
申
商
の
法
を
手
本
と
し
、
韓
非
の
説
を
実
行
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
た
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

に
、
漢
の
現
状
も
、
法
刑
に
よ
る
統
治
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
現
状
を
変
革
す
る
に
は
、
基
本
的
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
配
者
の
統
治
は
、
法
刑
に
よ
る
こ
と
を
や
め
、
徳
教
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
後
述
の

如
く
、
法
刑
に
よ
る
統
治
を
や
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
董
仲
紆
に
よ
れ
ば
、
「
徳
」
「
刑
」
共
に
自
然
の
理
法
に
応
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

る
も
の
と
し
て
「
陽
」
と
「
陰
」
と
に
配
さ
れ
、
両
者
と
も
社
会
統
制
に
お
い
て
必
要
な
社
会
規
範
で
あ
る
。
但
し
、
彼
は
前
述
の
如
く
、
陰

陽
を
陰
卑
陽
尊
と
い
う
価
値
序
列
で
以
て
理
解
す
る
た
め
、
論
理
必
然
的
に
「
徳
主
刑
補
」
と
い
う
規
範
間
の
序
列
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

こ
こ
で
蛇
足
と
な
る
が
、
韓
非
に
も
徳
刑
の
主
張
の
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
董
仲
嵜
と
同
じ
く
徳
刑
を
言
っ
て
、
理
論
構
造
を

同
じ
く
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
君
主
が
臣
下
を
統
制
す
る
た
め
に
徳
及
び
刑
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
韓
非
の
言
う
徳
・
刑
と
は
、
統
一
さ
れ

た
法
シ
ス
テ
ム
の
下
で
の
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
賞
・
罰
で
あ
っ
て
、
董
仲
紆
の
、
従
っ
て
儒
家
の
主
張
す
る
よ
う
な
社
会
規
範
の
次
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元
で
の
二
種
類
の
規
範
の
存
在
の
主
張
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
董
仲
嵜
に
も
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
賞
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

の
主
張
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
7
）
、

　
董
仲
箭
は
礼
楽
に
よ
る
教
化
を
主
と
し
つ
つ
、
又
刑
罰
も
必
要
で
あ
る
と
説
く
が
　
何
故
彼
は
刑
罰
規
範
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
本
性
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
董
仲
箭
に
よ
れ
ば
、
人
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

般
的
に
言
え
ば
、
善
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
た
質
朴
な
本
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
人
の
本
性
に
は
、
上
中
下
の
三
品
が

　
パ
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
れ
レ

あ
る
。
聖
人
、
王
者
で
あ
れ
ば
、
生
来
的
に
そ
の
本
性
は
善
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
一
般
の
人
の
本
性
を
善
に
導
く
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
レ

従
っ
て
、
一
般
の
人
々
は
、
為
政
者
の
教
化
を
侍
っ
て
、
そ
の
本
性
を
善
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
化
の
及
ば
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
レ

人
々
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
は
、
為
政
者
は
刑
罰
を
以
て
統
治
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
彼
ら
の
よ
う
な
人
々
の
存
在
が
、

為
政
者
が
法
刑
に
よ
る
統
治
を
や
め
る
こ
と
を
、
現
実
に
お
い
て
不
可
能
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
レ

　
以
上
の
董
仲
好
の
性
三
品
説
が
、
例
え
ば
、
孔
子
の
「
唯
上
知
与
下
愚
不
移
。
」
と
い
う
主
張
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

但
し
、
孔
子
に
あ
っ
て
は
学
問
の
必
要
的
根
拠
で
あ
っ
た
も
の
が
、
董
仲
好
に
あ
っ
て
は
刑
罰
規
範
シ
ス
テ
ム
の
必
要
的
根
拠
に
な
っ
て
い
る

点
、
両
者
の
時
代
の
差
を
教
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
徳
主
刑
補
を
説
く
董
仲
箭
の
実
際
の
政
策
は
、
当
然
徳
治
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
た
。
彼
は
、
秦
滅
亡
か
ら
の
教
訓
と
し
て
、
民
衆
の
生
活

の
崩
壊
が
犯
罪
を
生
み
出
す
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
犯
罪
を
無
く
す
最
善
の
策
が
民
衆
の
経
済
基
盤
の
確
立
で
あ
る
こ
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ソ

こ
れ
又
十
分
認
識
し
て
い
た
。
彼
の
社
会
政
策
論
は
、
基
本
的
に
次
の
五
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
豪
族
、
諸
侯
王
の
勢
力
を
削
減
す
る
。

②
官
民
で
の
利
の
争
い
を
避
け
る
。
③
奴
隷
を
解
放
し
、
生
産
力
を
上
げ
る
。
④
賦
役
を
削
減
し
、
民
力
に
ゆ
と
り
を
与
え
る
。
⑤
儒
学
教
育

を
提
唱
す
る
。
こ
の
内
、
②
③
④
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
秦
の
法
制
を
改
革
し
民
力
の
増
加
を
図
る
こ
と
を
試
み
た
文
帝
期
か
ら
の
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
レ
ロ

及
び
そ
の
理
念
の
継
続
で
あ
る
。
従
っ
て
、
董
仲
紆
の
固
有
の
政
策
は
、
①
及
び
⑤
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
即
ち
、
周
知
の
中
央
集
権
化
と

儒
学
の
国
学
化
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
従
来
董
仲
嵜
の
政
策
と
言
え
ば
こ
の
二
点
が
殊
更
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
理
解
で
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礼法秩序論をめぐって

き
よ
・
つ
。

　
徳
主
刑
補
は
、
董
仲
紆
の
制
度
論
の
大
枠
で
あ
る
。
規
範
の
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
彼
は
「
春
秋
決
獄
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

司
法
を
実
践
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぼ
レ

　
秦
が
滅
亡
し
、
漢
が
立
っ
て
以
来
、
儒
家
思
想
が
次
第
に
官
僚
及
び
法
律
に
も
浸
透
し
て
行
く
。
董
仲
寄
は
、
『
春
秋
』
の
「
義
」
を
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ル
　

制
度
及
び
思
想
の
根
幹
に
据
え
、
司
法
の
指
導
原
理
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
『
春
秋
』
に
よ
っ
て
裁
判
を
行
な
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ハ
レ

で
「
春
秋
の
義
」
と
は
、
基
本
的
に
は
親
・
尊
・
賢
を
重
視
す
る
宗
法
倫
理
で
あ
る
。
「
春
秋
決
獄
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
裁
判
に
お
い
て
、

犯
罪
事
実
か
ら
出
発
し
行
為
の
動
機
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
董
仲
紆
は
、
そ
こ
で
行
為
の
結
果
と
そ
の
動
機
と
を
共
に
考
慮
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
レ

こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
動
機
（
志
）
の
善
悪
を
強
調
し
て
、
行
為
の
結
果
よ
り
動
機
を
よ
り
重
視
し
た
。
こ
の
よ
う
に
行
為
の
動
機
を

重
視
し
て
罪
責
を
定
め
た
董
仲
紆
の
裁
判
方
法
は
、
「
原
心
定
罪
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
際
、
「
志
が
善
で
あ
る
」
と
は
、
志
が
宗
法
倫
理
に
適
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
宗
法
倫
理
は
、
「
礼
」
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
春
秋
の
義
」
を
規
準
と
し
た
裁
判
と
は
、
礼
法
一
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
　

基
本
と
し
た
司
法
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
『
春
秋
』
は
、
天
及
び
先
王
と
、
仁
と
い
う
一
点
に
収
敏
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
董

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
み
レ

仲
箭
の
「
春
秋
決
獄
」
と
は
、
天
命
、
人
間
本
性
、
法
制
度
の
三
者
が
仁
を
共
通
項
と
し
て
一
体
化
さ
れ
た
統
一
的
体
系
に
基
づ
く
司
法
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
、
天
理
、
人
情
、
国
法
の
三
者
に
基
づ
く
帝
制
期
司
法
と
の
連
続
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
は
、
言
い

過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
マ

　
以
上
の
董
仲
紆
の
裁
判
方
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
歴
史
的
功
罪
が
存
在
し
た
。
そ
の
否
定
的
側
面
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
志
の
善
悪
で
罪
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
レ

が
決
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
統
治
者
が
恣
意
的
に
有
罪
無
罪
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
虞
れ
が
、
大
い
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
め
ハ

は
、
法
的
規
準
が
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
そ
の
肯
定
的
側
面
と
し
て
、
こ
の
方
法
が
秦
の
苛
酷
な
法
を
緩
和
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　

る
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
、
君
権
を
超
越
す
る
宗
法
倫
理
の
存
在
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
董
仲
紆
が
官
僚
に
儒

家
の
教
説
の
み
を
学
ば
せ
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
儒
学
を
学
ん
だ
官
僚
が
、
法
律
の
解
釈
権
、
司
法
権
を
独
占
的
に
掌
握
す
る
こ
と
の
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パ
ぬ
レ

主
張
で
あ
っ
た
。

注（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

こ
の
こ
と
が
、
歴
史
的
に
は
、
礼
法
一
体
化
を
一
層
進
め
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
（
秦
）
師
申
商
之
法
、
行
韓
非
之
説
、
憎
帝
王
之
道
、
以
貧
狼
為
俗
、
非
有
文
徳
、
以
教
訓
干
天
下
。
」
従
っ
て
、
「
群
盗
並
起
、
是
以
刑
者
甚
衆
、

死
者
相
望
、
而
好
不
息
。
」
「
重
以
貧
暴
之
吏
、
刑
数
妄
加
、
民
愁
亡
聯
、
亡
逃
山
林
、
転
為
盗
賊
。
」
そ
の
結
果
、
「
十
四
歳
而
国
破
亡
臭
。
」
『
漢
書
』

（
董
仲
嵜
伝
）
。

　
「
法
出
而
好
生
、
令
下
而
詐
起
、
如
以
湯
止
沸
、
抱
薪
救
火
。
」
「
漢
得
天
下
以
来
、
帝
欲
善
治
而
至
今
不
可
善
治
者
、
失
之
干
当
更
化
而
不
更
化
也
。
」

『
漢
書
』
（
董
仲
嵜
伝
）
。

　
「
天
道
之
大
者
陰
陽
。
陽
為
徳
、
陰
為
刑
、
刑
主
殺
而
徳
主
生
。
是
故
陽
常
居
大
夏
、
而
以
生
育
養
長
為
事
、
陰
常
居
大
冬
、
而
積
於
空
虚
不
用
之
処
。

以
此
見
天
之
任
徳
、
不
任
刑
也
。
…
」
、
「
王
者
承
天
意
以
従
事
、
故
任
徳
教
而
不
任
刑
。
…
為
政
而
任
刑
、
不
順
干
天
。
故
先
王
莫
之
肯
為

也
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
嵜
伝
）
。

　
「
徳
不
可
共
、
威
不
可
分
。
徳
共
則
失
恩
、
威
分
則
失
権
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
保
位
権
）
、
「
教
、
政
之
本
也
、
獄
、
政
之
末
也
。
其
事
異
域
、
其
用
一

也
。
不
可
以
不
相
順
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
精
華
）
。

　
「
明
主
之
所
導
制
其
臣
者
、
二
柄
而
已
臭
。
二
柄
者
、
刑
徳
也
。
何
謂
刑
徳
。
日
殺
裁
之
謂
刑
、
慶
賞
之
謂
徳
。
」
『
韓
非
子
』
（
二
柄
）
。
拙
稿
「
韓
非

子
の
法
思
想
（
一
）
」
鹿
大
法
学
論
集
一
六
－
二
、
五
六
頁
以
下
（
一
九
八
一
）
。
同
「
韓
非
子
の
法
思
想
（
三
）
」
鹿
大
法
学
論
集
二
〇
1
一
、
十
一
頁

以
下
（
一
九
八
四
）
。

　
順
時
論
と
し
て
主
張
さ
れ
る
賞
刑
論
が
存
在
す
る
。
「
聖
人
副
天
之
所
行
以
為
政
。
故
以
慶
副
暖
而
当
春
、
以
賞
副
暑
而
当
夏
、
以
罰
副
涼
而
当
秋
、

以
刑
副
寒
而
当
冬
。
慶
賞
罰
刑
、
異
事
而
同
功
、
皆
王
者
之
所
以
成
徳
也
。
慶
賞
刑
罰
与
春
夏
秋
冬
、
以
類
相
応
也
。
」
、
「
慶
為
春
、
賞
為
夏
、
罰
為
秋
、

刑
為
冬
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
四
時
之
副
）
、
「
春
者
天
之
和
也
。
夏
者
天
之
徳
也
。
秋
者
天
之
平
也
。
冬
者
天
之
威
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
威
徳
所
生
）
。

　
礼
楽
教
化
論
に
つ
い
て
、
「
道
者
所
由
適
子
治
之
路
也
。
仁
義
礼
楽
、
皆
其
具
也
。
故
聖
王
已
没
、
而
子
孫
長
久
、
安
寧
数
百
歳
、
此
皆
礼
楽
教
化
之

功
也
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
鉦
伝
）
、
「
夫
万
民
之
従
利
也
、
如
水
之
走
下
、
不
以
教
化
堤
防
之
、
不
能
止
也
。
是
故
教
化
立
而
好
邪
皆
止
者
、
其
堤
防
完
也
。

教
化
廃
而
好
邪
並
出
、
刑
罰
不
能
勝
者
、
其
堤
防
壊
也
。
古
之
王
者
明
子
此
、
是
故
南
面
而
治
天
下
、
莫
不
以
教
化
為
大
務
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
紆
伝
）
。

刑
罰
論
に
つ
い
て
、
「
天
不
剛
則
列
星
乱
其
行
、
主
不
堅
則
邪
臣
乱
其
官
。
星
乱
則
亡
其
天
、
臣
乱
則
亡
其
君
。
故
為
天
者
務
剛
其
気
、
為
君
者
務
堅
其

政
。
剛
堅
然
后
陽
道
制
命
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
天
地
之
行
）
、
「
発
刑
罰
、
以
立
其
威
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
威
徳
所
生
）
。
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礼法秩序論をめぐって

9813　12　11　10
（
14
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

　
「
性
者
天
質
之
朴
也
。
善
者
王
教
之
化
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
実
性
）
。

　
「
名
性
不
以
上
、
不
以
下
、
以
其
中
名
之
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
深
察
名
号
）
、
「
聖
人
之
性
、
不
可
以
名
性
、
斗
答
之
性
、
又
不
可
以
名
性
。
名
性
者
、

中
民
之
性
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
実
性
）
。

　
「
循
三
綱
五
紀
、
通
八
端
之
理
、
忠
信
而
博
愛
、
敦
厚
而
好
礼
」
『
春
秋
繁
露
』
（
深
察
名
号
）
。

　
「
王
承
天
意
、
以
成
民
之
性
為
任
者
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
深
察
名
号
）
。

　
「
中
民
之
性
、
…
性
待
漸
於
教
訓
、
而
後
能
為
善
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
実
性
）
。

　
「
民
者
、
瞑
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
深
察
名
号
）
、
「
可
殺
、
而
不
可
使
為
乱
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
為
人
者
天
）
、
「
（
民
）
不
順
如
叛
、
則
命
司
徒
諌
其
率

正
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
五
行
相
勝
）
。

　
『
論
語
』
（
陽
貸
）
。
学
問
の
必
要
的
根
拠
と
し
て
、
「
孔
子
日
、
生
而
知
之
者
、
上
也
。
学
而
知
之
者
、
次
也
。
困
而
学
之
、
又
其
次
也
。
困
而
不
学
、

民
斯
為
下
臭
」
『
論
語
』
（
季
氏
）
。

　
「
富
者
田
連
肝
阻
、
貧
者
無
立
錐
之
地
。
…
故
貧
者
常
衣
牛
馬
之
衣
、
而
食
犬
象
之
食
。
…
重
以
貧
暴
之
吏
、
刑
識
妄
加
、
民
愁
亡
聯
、
亡

逃
山
林
、
転
為
盗
賊
。
」
『
漢
書
』
（
食
貨
志
）
、
「
富
者
奢
修
羨
溢
、
貧
者
窮
急
愁
苦
。
窮
急
愁
苦
而
上
不
救
、
則
民
不
楽
生
。
民
不
楽
生
、
尚
不
避
死
、

安
能
避
罪
。
此
刑
罰
之
所
以
蕃
而
姦
邪
不
可
勝
者
也
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
鉦
伝
）
。

　
「
限
民
名
田
、
以
贈
不
足
、
塞
弁
兼
之
路
、
塩
鉄
皆
帰
干
民
。
去
奴
脾
、
除
専
殺
之
威
。
薄
賦
敏
、
省
縣
役
、
以
寛
民
力
。
」
『
漢
書
』
（
食
貨
志
）
。

「
立
大
学
以
教
於
国
、
設
痒
序
以
化
於
邑
、
漸
民
以
仁
、
摩
民
以
誼
、
節
民
以
礼
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
好
伝
）
。

　
「
及
孝
文
即
位
、
躬
修
玄
黙
、
勧
趣
農
桑
、
減
省
租
賦
。
」
『
漢
書
』
（
刑
法
志
）
、
「
至
孝
文
皇
帝
、
閾
中
国
未
安
、
偲
武
行
文
、
断
獄
数
百
、
民
賦
四

十
、
丁
男
三
年
而
一
事
。
」
『
漢
書
』
（
買
損
之
伝
）
、
「
文
帝
時
、
会
天
下
新
去
湯
火
、
人
民
楽
業
、
因
其
欲
然
、
能
不
擾
乱
。
故
百
姓
遂
安
。
」
『
史
記
』

（
律
書
）
。

　
例
え
ば
、
「
自
公
孫
弘
以
春
秋
之
義
縄
臣
下
、
取
漢
相
。
」
『
史
記
』
（
平
準
書
）
。
公
孫
弘
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
習
文
法
吏
事
、

縁
飾
以
儒
術
。
」
『
漢
書
』
（
公
孫
弘
伝
）
。
法
律
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
文
帝
期
に
、
連
坐
、
収
學
法
が
廃
止
さ
れ
た
り
、
肉
刑
が
廃
止
さ
れ
た

り
し
た
こ
と
に
は
、
儒
家
の
緩
刑
思
想
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
今
犯
法
已
論
、
而
使
無
罪
之
父
母
妻
子
同
産
坐
之
、
及
為
収
撃
。
朕
甚

不
取
、
其
議
之
。
」
「
法
正
則
民
慧
、
罪
当
則
民
従
。
且
牧
民
而
道
之
以
善
者
吏
也
。
既
不
能
道
、
又
以
不
正
之
法
罪
之
、
是
反
害
於
民
、
為
暴
者
也
。

朕
未
見
其
便
、
其
敦
計
之
。
」
『
史
記
』
（
孝
文
本
紀
）
、
『
漢
書
』
（
刑
法
志
）
。
漢
初
か
ら
の
儒
家
の
活
動
の
展
開
に
つ
い
て
、
章
政
通
、
前
掲
書
『
董
仲

鉦
』
一
八
五
頁
以
下
。
石
田
秀
美
「
漢
代
儒
学
の
一
考
察
」
集
刊
東
洋
学
四
〇
（
一
九
七
八
）
。

　
「
孔
子
作
春
秋
、
上
揆
之
天
道
、
下
質
諸
人
情
、
参
之
干
古
、
考
之
子
今
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
箭
伝
）
、
「
春
秋
記
天
下
之
得
失
、
而
見
所
以
然
之
故
。
」
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『
春
秋
繁
露
』
（
竹
林
）
。

（
2
0
）
　
「
君
親
無
将
、
将
而
諌
焉
。
」
『
公
羊
伝
』
（
荘
公
32
年
）
、
「
以
功
覆
過
。
」
『
漢
書
』
（
田
延
年
伝
）
な
ど
が
、
「
春
秋
の
義
」
の
一
例
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
「
春
秋
之
聴
獄
也
、
必
本
其
事
而
原
其
志
。
志
邪
者
不
待
成
。
首
悪
者
罪
特
重
、
本
直
者
其
論
軽
。
…
罪
同
異
論
、
其
本
殊
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』

　
　
　
（
精
華
）
。

（
2
2
）
　
「
天
令
之
謂
命
、
命
非
聖
人
不
行
。
質
朴
之
謂
性
、
性
非
教
化
不
成
。
人
欲
之
謂
情
、
情
非
度
制
不
節
。
是
故
王
者
上
謹
干
承
天
意
、
以
順
命
也
。
下

　
　
　
務
明
教
化
民
、
以
成
性
也
。
正
法
度
之
宜
、
別
上
下
之
序
、
以
防
欲
也
。
修
此
三
者
、
而
大
本
挙
突
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
舘
伝
）
、
「
天
、
仁
也
。
」
『
春
秋

　
　
　
繁
露
』
（
王
道
通
三
）
、
「
人
之
受
命
干
天
也
、
取
仁
干
天
而
仁
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道
通
三
）
、
「
春
秋
之
所
治
、
人
与
我
也
。
所
以
治
人
与
我
者
、

　
　
　
仁
与
義
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
仁
義
法
）
。
尚
、
仁
義
法
篇
の
内
容
か
ら
、
董
仲
好
は
、
社
会
倫
理
を
「
仁
」
、
個
人
倫
理
を
「
義
」
と
考
え
た
と
理
解
す

　
　
　
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
2
3
）
　
愈
栄
根
、
前
掲
書
『
儒
家
法
思
想
通
論
』
五
七
一
頁
以
下
。

（
2
4
）
　
愈
栄
根
、
前
掲
書
、
五
七
九
頁
以
下
。

（
2
5
）
　
運
用
者
に
よ
っ
て
、
「
天
意
」
は
「
君
意
」
に
、
さ
ら
に
は
「
吏
意
」
に
な
っ
て
し
ま
う
事
態
は
、
歴
史
的
に
何
時
で
も
生
じ
る
周
知
の
事
態
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
「
或
罪
同
而
論
異
、
…
所
欲
活
則
傅
生
議
、
所
欲
陥
則
予
死
比
。
」
『
漢
書
』
（
刑
法
志
）
。

（
2
7
）
　
愈
氏
は
、
前
掲
書
で
、
「
春
秋
決
獄
」
の
肯
定
的
側
面
と
し
て
、
平
民
に
対
し
て
寛
大
で
、
皇
族
に
対
し
て
厳
格
に
な
る
と
言
う
（
五
八
一
頁
）
。
確

　
　
　
か
に
状
況
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
注
（
2
0
）
に
示
し
た
よ
う
な
「
春
秋
の
義
」
を
顧
慮
す
る
と
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
通

　
　
　
例
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。
又
、
「
君
親
無
将
、
将
而
諌
焉
。
」
に
つ
い
て
、
愈
氏
に
は
誤
解
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
8
）
　
東
漢
の
許
慎
、
馬
融
、
鄭
玄
、
何
休
等
は
、
経
の
解
釈
に
律
を
用
い
、
律
の
解
釈
に
経
を
用
い
た
。
「
漢
興
以
来
、
三
百
二
年
、
憲
令
梢
増
、
科
条
無

　
　
　
限
、
又
律
有
三
家
、
其
説
各
異
。
」
『
後
漢
書
』
（
陳
寵
伝
）
、
「
漢
時
決
事
、
・
…
世
有
増
損
、
・
…
結
事
為
章
、
・
9
9
・
後
人
生
意
、
各
為

　
　
　
章
句
。
叔
孫
宣
、
郭
令
卿
、
馬
融
、
鄭
玄
諸
儒
章
句
十
有
余
家
、
家
数
十
万
言
、
・
…
言
数
益
繁
、
覧
者
益
難
。
」
『
晋
書
』
（
刑
法
志
）
。

第
二
節
董
仲
野
思
想
の
意
義

　
前
節
に
お
い
て
、
董
仲
嵜
の
礼
法
思
想
の
内
容
を
概
括
し
た
。
本
節
で
は
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
董
仲
紆
思
想
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
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て
行
く
こ
と
に
な
る
。

礼法秩序論をめぐって

（
一
）
呪
術
的
観
念

　
前
述
の
如
く
、
董
仲
紆
は
天
を
自
然
の
理
法
で
あ
る
と
同
時
に
人
格
神
で
も
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
即
ち
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
自
然
と
人

為
と
は
連
続
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
二
i
ダ
ム
は
、
理
念
と
現
実
と
を
連
続
さ
せ
る
世
界
観
・
宇
宙
観
を
有
機
体
的
宇
宙
観
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

二
i
ダ
ム
に
従
え
ば
、
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
調
和
の
と
れ
た
協
力
は
、
外
部
に
い
る
強
権
者
の
命
令

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
て
の
存
在
が
一
つ
の
宇
宙
の
パ
タ
ー
ン
を
な
し
て
い
る
全
体
の
各
階
層
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
生
ま
れ
て

い
る
。
彼
ら
が
従
う
も
の
は
、
自
ら
の
本
性
に
潜
む
内
な
る
命
令
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
有
機
体
的
宇
宙
観
の
下
で
は
、
自
然
と
人
為
と
の

相
関
と
い
う
呪
術
的
観
念
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
人
為
に
よ
っ
て
自
然
現
象
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
董
仲
紆
が
人
為
、
人
間
の
能
力
を
信
頼
す
る
根
拠
で
あ
る
。
今
、

私
は
こ
の
自
然
と
人
為
と
の
相
関
過
程
を
錬
金
術
的
転
換
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
が
自
然
の
過
程
を
模
倣
し
、
自
然
の
代

わ
り
に
自
然
自
体
の
時
間
よ
り
も
早
く
自
然
の
変
化
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
、
冶
金
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
ハ
　
　

か
ら
で
あ
る
。
董
仲
紆
の
思
想
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
人
為
・
錬
金
術
的
転
換
の
強
調
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
節
で
少
し
触
れ
た
が
、
董
仲
紆
に
は
所
謂
災
異
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
統
治
者
が
天
意
に
応
じ
な
け
れ
ば
様
々
の
自
然
災
害
・
異
変
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

ず
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
自
然
現
象
を
左
右
で
き
る
と
い
う
観
念
の
裏
返
し
で
あ
る
。
又
、
人
間
が
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ら
レ

物
の
霊
長
た
る
の
は
、
人
間
だ
け
が
天
命
を
知
り
、
天
地
の
意
図
を
助
長
し
達
成
す
べ
く
努
力
で
き
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
と
説
く
の
も
、
呪

術
的
人
為
の
強
調
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
人
の
本
性
を
説
い
て
、
性
と
善
と
の
関
係
を
禾
と
米
と
の
関
係
に
比
し
て
論
じ
る
が
、
こ
こ
に

も
錬
金
術
的
転
換
が
施
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
米
及
び
善
は
、
自
然
の
化
育
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
の
過
程
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

人
為
の
過
程
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
自
然
と
人
為
と
を
連
続
さ
せ
た
呪
術
的
観
念
が
董
仲
紆
の
思
想
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
、
既
に
板
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ァ
マ

長
八
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
板
野
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舘
の
説
く
天
は
鬼
神
の
最
高
権
威
で
あ
り
、
董
仲
紆
自
身
が
天
意
を
読
み
取
る
呪

術
者
で
あ
り
、
君
主
は
呪
術
的
最
高
権
威
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
董
仲
箭
が
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で

は
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
観
念
に
お
い
て
人
為
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
又
注
目
す
べ
き
は
、
有
機
体
的

宇
宙
観
に
立
っ
て
い
て
も
、
こ
の
人
為
の
重
視
と
い
う
観
念
が
一
種
の
合
理
的
精
神
を
生
み
出
し
、
世
俗
の
迷
信
に
反
対
す
る
精
神
を
促
す
と

い
う
点
で
あ
る
。

　
以
上
、
董
仲
紆
は
理
念
と
現
実
と
を
連
続
さ
せ
る
有
機
体
的
宇
宙
観
、
自
然
と
人
為
と
を
連
続
さ
せ
る
呪
術
的
観
念
の
世
界
に
居
て
、
人
為

を
重
視
し
人
間
の
能
力
を
信
頼
し
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
念
こ
そ
が
、
彼
の
礼
法
思
想
の
言
わ
ば
通
奏
低
音
で
あ

る
。3π⑤⑤↑注

）））））

（
6
）

（
7
）

　
ジ
ョ
セ
フ
・
二
ー
ダ
ム
（
吉
川
忠
夫
他
訳
）
『
中
国
の
科
学
と
文
明
』
第
三
巻
六
四
二
頁
（
思
索
社
、
一
九
七
九
）
。

　
E
．
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（
宮
城
音
彌
訳
）
『
人
間
』
一
〇
二
頁
以
下
、
特
に
二
一
八
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
第
2
0
刷
〉
。

　
N
．
セ
ビ
ン
（
中
山
茂
他
訳
）
『
中
国
の
錬
金
術
と
医
術
』
三
八
頁
（
思
索
社
、
一
九
八
五
）
。

　
「
凡
災
異
之
本
、
壷
生
於
国
家
之
失
。
国
家
之
失
乃
始
萌
芽
、
而
天
出
災
害
以
謎
告
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
必
仁
且
智
）
。

　
「
人
受
命
於
天
、
固
超
然
異
於
群
生
、
・
：
明
於
天
性
、
知
自
貴
於
物
。
知
自
貴
於
物
、
然
後
知
仁
誼
。
知
仁
誼
、
然
後
礼
節
、
　
　
」

（
董
仲
箭
伝
）
。

　
「
性
比
於
禾
、
善
比
於
米
。
米
出
禾
中
、
而
禾
未
可
全
為
米
也
。
善
出
性
中
、
而
性
未
可
全
為
善
也
。
善
与
米
、
人
之
所
継
天
而
為
於
外
、

為
之
内
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
深
察
名
号
）
。
重
沢
俊
郎
「
董
仲
箭
研
究
」
『
周
漢
思
想
研
究
』
二
三
〇
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
四
三
）
。

　
板
野
長
八
「
図
識
と
儒
教
の
成
立
（
一
）
」
史
学
雑
誌
八
四
－
二
、
二
九
頁
、
三
一
頁
（
一
九
七
五
）
。

『
漢
書
』

非
在
天
所
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礼法秩序論をめぐって

（
二
）
国
家
権
力
に
対
す
る
制
約

　
「
法
の
支
配
」
の
理
念
は
、
競
合
す
る
目
的
の
中
立
的
調
整
と
い
う
機
能
を
果
た
す
と
同
時
に
、
国
家
権
力
に
優
越
す
る
普
遍
的
な
権
限
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ル
ー
ル
の
存
在
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
に
は
「
法
の
支
配
」
と
い
う
理
念
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
権
力
抑
制
理
論
が
存

在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
董
仲
紆
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
通
り
王
や
諸
侯
は
天
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
、
従
っ
て
彼
ら
の
支
配
は
道
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
権
力
の
恣
意
的
な
行
使
は
抑
制
さ
れ
、
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
所
謂
自
然
法
論
が
双
刃
の
剣
と

し
て
二
面
的
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
、
王
・
諸
侯
に
対
す
る
天
の
監
視
が
逆
に
天
に
よ
る
彼
ら
の
権
力
の
絶
対
的
保
障
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

は
、
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
董
仲
紆
の
説
は
国
家
権
力
に
対
し
抑
制
的
に
機
能
す
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
こ
こ
で
は
、
彼
が

国
家
権
力
に
優
位
す
る
普
遍
的
権
限
と
ル
ー
ル
の
存
在
を
承
認
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
レ

　
具
体
的
に
論
じ
て
行
こ
う
。
君
主
の
統
治
権
が
天
の
制
約
を
う
け
る
と
は
、
君
主
は
天
意
を
代
行
す
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

の
代
行
す
る
天
意
と
は
「
仁
」
を
基
本
と
す
る
宗
法
倫
理
秩
序
で
あ
り
、
従
っ
て
、
君
権
は
徳
治
・
仁
政
の
範
囲
内
に
あ
る
。
即
ち
、
君
権
は

儒
家
正
統
思
想
の
下
で
、
或
い
は
そ
の
範
囲
内
で
、
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
天
の
意
思
に
も
と
る
、
従
っ
て
宗
法
倫
理

に
も
と
る
政
治
が
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
通
り
、
天
は
災
異
を
示
し
て
人
間
に
警
告
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

被
治
者
の
保
護
に
つ
な
が
り
、
君
権
に
対
す
る
大
き
な
制
約
と
な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
災
異
を
め
ぐ
っ
て
君
主
が
責
任
を
と
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

な
く
、
大
臣
へ
と
転
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
君
主
が
天
意
を
代
行
す
る
こ
と
か
ら
、
君
主
へ
の
違
背
は
、
天
意
へ
の
違
背
と
な
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

が
、
逆
に
君
主
権
の
正
統
性
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
又
、
君
主
の
権
力
の
下
に
あ
る
複
数
の
行
政
権
の
間
に
相
互
抑
制
を
働
か
せ
る
こ
と
も
、
董
仲
紆
は
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

五
行
論
で
は
、
五
つ
の
官
職
が
五
行
に
配
当
さ
れ
、
所
謂
相
勝
・
相
生
の
理
論
に
よ
り
相
互
牽
制
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
勿

論
、
こ
の
よ
う
な
官
職
間
の
相
互
抑
制
論
の
本
来
的
目
的
は
、
官
吏
を
し
て
職
務
に
忠
実
な
ら
し
め
、
君
主
の
統
治
権
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
相
互
抑
制
の
結
果
被
治
者
が
恣
意
的
行
政
を
免
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
言
わ
ば
反
射
的
効
果
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
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も
董
仲
紆
に
官
僚
に
よ
る
恣
意
的
行
政
を
監
視
す
る
理
論
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
又
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
代
権
力
分
立

論
は
、
権
力
の
一
元
的
集
中
を
排
し
権
力
間
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
民
主
の
実
を
挙
げ
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
行
政
権
の
肥
大
し
た
現
代
で
は
、
外
部
チ
ェ
ッ
ク
は
固
よ
り
、
行
政
権
の
内
部
に
制
度
と
し
て
有
効
な
チ
ェ
ッ
ク
機
構
を
設
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
レ

る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
官
吏
に
よ
る
恣
意
的
行
政
の
チ
ェ
ッ
ク
を
如
何
に
行
な
う
か
は
、
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。

⑤丁注
））

43
））98765） ） ）） ）

国
・
d
お
。
ン
】
『
睾
旨
竃
＆
①
旨
の
o
。
一
。
9
署
●
嵩
霞
こ
（
牢
⑩
。
ギ
①
の
p
一
雪
①
）
．

　
通
説
は
本
論
の
通
り
と
考
え
る
が
、
新
し
い
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。
国
●
目
仁
ヨ
霞
℃
即
巳
0
9
■
m
薯
置
o
巴
の
一
口

国
胃
ζ
O
竃
轟
噂
し
o
ロ
ヨ
巴
o
一
9
言
⑪
器
9
≦
9
（
一
。
。
鱒
）
●

　
「
王
者
承
天
意
以
従
事
。
」
『
漢
書
』
（
董
仲
箭
伝
）
。

　
「
王
者
唯
天
之
施
、
施
其
時
而
成
之
、
法
其
命
而
循
之
諸
人
、
法
其
数
而
以
起
事
、
法
其
道
而
以
出
治
、
法
其
志
帰
之
子
仁
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
王
道

通
三
）
。

　
「
天
之
生
民
、
非
為
王
也
、
而
天
立
王
、
以
為
民
也
。
故
其
徳
足
以
安
楽
民
者
、
天
予
之
。
其
悪
足
以
賊
害
民
者
、
天
奪
之
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
尭
舜
）
。

　
影
山
輝
國
「
漢
代
に
お
け
る
災
異
と
政
治
」
史
学
雑
誌
九
〇
1
八
（
一
九
八
一
）
。

　
「
屈
民
而
伸
君
、
屈
君
而
伸
天
、
春
秋
之
大
義
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
玉
杯
）
。

　
「
五
行
者
五
官
也
。
比
相
生
而
間
相
勝
也
。
」
『
春
秋
繁
露
』
（
五
行
相
生
）
、
又
（
五
行
相
勝
）
も
。
重
沢
俊
郎
、
前
掲
書
、
二
五
一
頁
以
下
。

　
「
支
配
者
（
統
治
者
、
官
僚
）
は
、
悪
を
為
す
。
」
、
あ
る
い
は
「
支
配
者
も
誤
る
こ
と
が
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
必
要
性
と
そ
の
困
難
さ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
国
法
思
想
の
基
層
」
田
中
邦
夫
編
『
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
の
諸
相
』
三
頁
以
下
（
鹿
大
法
文
学
部
、
一

九
九
五
）
。
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礼法秩序論をめぐって

（
三
）
「
原
心
定
罪
」
と
世
論

　
所
謂
『
春
秋
』
に
よ
る
裁
判
に
お
け
る
動
機
主
義
・
「
原
心
定
罪
」
を
め
ぐ
っ
て
、
前
述
し
た
董
仲
紆
の
礼
法
思
想
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的

要
素
を
手
が
か
り
と
し
て
、
私
は
一
つ
の
仮
説
を
こ
こ
で
提
出
し
た
い
。

　
ル
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
中
心
的
な
も
の
と
周
辺
的
な
も
の
と
が
存
在
す
る
。
前
者
は
精
霊
が
道
徳
主
義
的
に
働
き
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
レ

者
は
道
徳
的
ル
ー
ル
に
対
し
無
関
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
又
、
規
模
が
大
き
く
安
定
的
集
団
が
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

は
制
度
化
さ
れ
た
性
格
を
保
持
し
、
そ
れ
だ
け
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
は
大
き
な
力
点
が
置
か
れ
な
く
な
っ
て
く
る
と
さ
れ
る
。
董
仲
箭
を
ル
イ
ス

の
シ
ャ
ー
マ
ン
論
か
ら
理
解
す
る
と
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
道
徳
的
ル
ー
ル
を
重
視
す
る
、
又
ト
ラ
ン
ス
状
態
を
論
ず
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

即
ち
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
を
借
り
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
要
素
が
欠
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
董
仲
紆
の
理
論
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ル
イ
ス

の
言
う
中
心
的
で
あ
り
、
し
か
し
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
重
視
し
な
い
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
持
っ
た
部
族
の
研
究
が
参
考
と
な
る
。
ル
イ
ス
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば
、
こ
れ
に
該
当
す
る
コ
レ
コ
レ
族
に
お
い
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
道
徳
的
秩
序
と
人
間
と
大
地
の
関
係
を
扱
い
、
自
然
災
害
は
道
徳
的
秩
序

違
反
と
理
解
さ
れ
、
又
精
霊
は
社
会
の
検
閲
官
と
し
て
行
動
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
紛
争
間
題
に
お
い
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
社
会
関
係
に

お
け
る
調
和
の
価
値
を
力
説
し
、
又
彼
は
地
域
の
住
民
の
抱
く
世
論
に
極
め
て
敏
感
に
反
応
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
特
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

は
、
他
に
マ
チ
ャ
・
ガ
ラ
族
、
ト
ゥ
ン
グ
ー
ス
族
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
世
論
の
判
断
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

単
純
に
反
映
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
そ
れ
に
極
め
て
敏
感
で
あ
る
道
徳
的
神
々
の
判
定
を
伝
達
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
事
例
説
明
が
、
前
述
の
董
仲
紆
の
理
論
と
極
め
て
類
似
し
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

　
董
仲
紆
に
よ
る
紛
争
解
決
の
原
則
と
さ
れ
た
「
原
心
定
罪
」
に
つ
い
て
、
彼
は
「
春
秋
に
よ
っ
て
裁
判
を
行
な
う
時
に
は
、
必
ず
そ
の
事
実

に
基
づ
き
、
そ
の
行
為
意
思
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
説
く
。
こ
こ
で
、
こ
の
「
事
実
に
基
づ
き
」
、
即
ち
客
観
的
事
実
の
考
察
と

は
、
言
わ
ば
世
論
の
吟
味
と
い
う
こ
と
に
重
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
従
っ
て
、
董
仲
箭
の
「
原
心
定
罪
」
と
は
、
裁
判
に
お

い
て
、
経
の
義
や
法
律
を
考
え
併
せ
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
そ
の
判
断
は
世
論
に
従
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
の
主
張
だ
っ
た
の
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で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
仮
説
で
あ
る
。
幾
つ
か
の
傍
証
も
存
在
す
る
。

　
先
秦
末
か
ら
漢
初
に
か
け
て
の
礼
学
で
は
、
礼
の
義
・
精
神
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
筍
子
の
後
学
の
思
想
を
表
明
し
た
と
考
え
ら

れ
る
『
筍
子
』
「
大
略
」
篇
で
は
、
「
礼
は
人
心
に
順
う
こ
と
を
本
と
す
る
か
ら
、
礼
経
に
制
め
が
な
く
と
も
、
人
心
に
順
う
こ
と
が
、
み
な
礼

で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
礼
の
形
式
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
時
期
か
ら
、
礼
の
根
底
に
あ
る
義
・
精
神
を
基
準
に
し
て
、
そ

の
形
式
を
変
え
る
と
い
う
主
張
が
一
般
的
に
な
さ
れ
て
行
く
。
董
仲
紆
の
「
礼
」
論
が
、
正
に
そ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
こ
と

は
、
肯
定
で
き
よ
う
。
又
、
他
方
で
は
、
「
法
」
も
人
情
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
説
く
こ
と
も
時
代
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
漢
初
の
時
期
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

秦
の
法
治
へ
の
反
省
か
ら
そ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
礼
理
論
の
変
様
、
法
治
へ
の
反
省
な
ど
を
背
景
に
、
こ
の
時
期
に
は
人
心
や
人
情
を
重
視
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
こ

れ
が
傍
証
の
一
つ
で
あ
る
。
董
仲
斜
の
「
原
心
定
罪
」
論
が
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
の
顧
慮
が
払
わ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
董
仲
紆
自
身
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
「
本
伝
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
存
在
す
る
。
「
朝
廷
に
重
要
な
問
題
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
使
者
や
張
湯

を
使
わ
し
て
仲
箭
に
問
わ
れ
た
。
そ
の
時
、
彼
の
答
え
は
全
て
経
義
に
合
し
て
い
た
。
（
あ
る
い
は
、
法
の
本
志
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
）
」

と
。
こ
の
よ
う
な
仲
静
は
、
又
同
じ
く
「
儒
林
伝
」
で
は
、
公
孫
弘
、
児
寛
と
並
ん
で
、
「
世
務
に
通
じ
、
文
法
を
明
習
し
、
経
術
を
以
て
吏

事
を
潤
飾
し
た
。
」
と
、
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
と
、
董
仲
紆
は
、
世
間
の
事
情
に
通
じ
、
又
法
律
も
経
も
よ
く
知
っ
て
い

た
の
で
、
何
か
問
題
が
生
じ
そ
の
解
決
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
大
勢
が
承
認
し
や
す
い
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
董
仲
箭
が
儒
学
独
尊
を
主
張
し
た
こ
と
も
、
世
論
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
容
易
に
す
る
方
策
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
が
あ
っ
て
、
統
一
さ
れ
た
礼
法
秩
序
国
家
の
実
効
的
統
治
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
董
仲
紆
が
世
論
を
重
視
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
社
会
的
、
個
人
的
事
情
を
傍
証
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
が
説
得
的
な
仮
説
で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
批
判
を
待
ち
た
い
。
但
、
こ
こ
で
殊
更
に
以
上
の
考
え
を
披
渥
し
た
の
は
、
董
仲
紆
の
「
春
秋
決
獄
」
を
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中
国
法
制
史
上
極
め
て
異
例
の
裁
判
で
あ
っ
た
と
す
る
イ
メ
鎚
に
、
疑
問
を
呈
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
華
残
っ
て
い

る
春
秋
決
獄
の
裁
判
随
に
お
い
て
、
そ
こ
で
は
結
論
先
取
り
的
推
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

結
果
後
付
け
的
推
論
形
式
は
、
中
国
の
裁
判
構
造
に
お
い
て
特
に
異
例
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
秦
か
ら
清
ま
で
、
中
国
の
裁
判
は
、
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
レ

本
的
に
逮
捕
、
推
鞠
、
検
法
と
い
う
順
で
進
め
ら
れ
る
。
罪
責
の
有
無
は
既
に
推
鞠
の
段
階
で
決
め
ら
れ
、
検
法
は
量
刑
の
為
の
理
由
付
け
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
判
決
に
お
い
て
法
が
援
用
さ
れ
罪
責
が
法
を
規
準
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際

は
推
鞠
の
段
階
で
様
々
の
事
情
を
考
慮
し
て
世
論
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
得
ら
れ
た
あ
ら
か
じ
め
の
結
論
を
法
律
を
援
用
し
て
後
付
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
　

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
制
上
の
経
験
と
現
代
中
国
に
お
け
る
先
判
後
審
現
象
と
は
、
ど
こ
か
で
通
底
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、

穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
動
機
の
重
視
が
、
結
果
と
し
て
法
的
決
定
に
対
す
る
世
論
の
納
得
を
取
り
付
け
る
に
一
定
の
役
割
を
果

た
し
た
こ
と
は
肯
定
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
、
「
原
心
定
罪
」
の
効
用
で
あ
り
、
従
っ
て
「
春
秋
決
獄
」
も
用
い
ら
れ
た
裁
判
基
準
の
違
い
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
法
的
推
論
過
程
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
特
に
異
例
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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注（
1
）8765432
　
1
。
M
．
ル
イ
ス
（
平
沼
孝
之
訳
）
『
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
人
類
学
』
（
一
9
ζ
●
ゼ
①
註
P
国
8
鼠
菖
o
国
①
一
蒔
δ
P
℃
雪
讐
ぎ
ゆ
o
o
犀
9
お
＝
）
二
五

頁
以
下
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
）
。

　
ル
イ
ス
、
二
三
二
頁
。

　
M
．
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
木
全
徳
雄
訳
）
『
儒
教
と
道
教
』
三
〇
一
頁
、
三
八
七
頁
（
創
文
社
、
一
九
七
一
）
。

　
ル
イ
ス
、
一
七
六
頁
以
下
。

　
ル
イ
ス
、
一
九
六
頁
以
下
。

　
ル
イ
ス
、
二
〇
三
頁
以
下
。

　
ル
イ
ス
、
二
〇
七
頁
。

　
斎
木
哲
郎
「
董
仲
紆
の
春
秋
学
」
東
方
学
七
五
、
二
頁
以
下
（
一
九
八
八
）
。
「
其
為
法
令
也
、
合
於
人
情
而
後
行
之
。
其
動
衆
使
民
也
、
本
於
人
事



（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

然
後
為
之
。
」
『
漢
書
』
（
晃
錯
伝
）
。

　
日
原
利
国
「
漢
代
の
刑
罰
に
お
け
る
主
観
主
義
」
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
八
三
頁
以
下
（
研
文
出
版
、
一
九
八
六
）
。
冨
谷
至
「
謀
反
－
秦
漢
刑
罰
思

想
の
展
開
」
東
洋
史
研
究
四
二
－
一
（
一
九
八
三
）
。
そ
の
反
論
と
し
て
、
仁
井
田
陞
「
中
国
古
法
の
刑
法
理
論
」
『
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
　
法
と
慣

習
・
法
と
道
徳
』
六
〇
七
頁
以
下
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
○
）
。

　
春
秋
決
獄
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
由
次
郎
「
董
仲
静
の
「
春
秋
治
獄
」
を
め
ぐ
り
て
」
法
学
新
報
五
七
－
十
（
一
九
五
〇
）
に
八
例
が
集
め
ら

れ
て
い
る
。
尚
、
蘇
輿
『
春
秋
繁
露
義
謹
』
六
六
葉
以
下
（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
三
）
に
六
例
が
あ
る
が
、
全
て
鈴
木
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

　
籾
山
明
「
秦
の
裁
判
制
度
の
復
元
」
林
巳
奈
夫
編
『
戦
国
時
代
出
土
文
物
の
研
究
』
五
二
九
頁
以
下
（
京
大
人
文
研
、
一
九
八
五
）
、
宮
崎
市
定
「
宋

元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
『
宮
崎
市
定
全
集
n
宋
元
』
一
五
九
頁
以
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
、
滋
賀
秀
三
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
」
『
清
代

中
国
の
法
と
裁
判
』
三
頁
以
下
（
創
文
社
、
一
九
八
四
）
、
中
村
茂
夫
『
清
代
刑
法
研
究
』
一
七
八
頁
（
東
大
出
版
会
、
一
九
七
三
）
。

　
中
国
裁
判
に
お
け
る
、
審
理
の
前
に
法
的
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
小
口
彦
太
「
現
代
中
国
に
お
け
る
裁
判
の
性
格
」
藤
田
勇

編
『
権
威
的
秩
序
と
国
家
』
四
一
一
頁
以
下
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
七
）
。
又
、
社
会
主
義
中
国
独
自
の
裁
判
と
さ
れ
て
き
た
馬
錫
五
方
式
は
、
世
論

の
重
視
と
い
う
点
で
よ
り
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
四
）
董
仲
寄
礼
法
思
想
の
基
礎

　
「
礼
」
と
は
、
元
来
一
般
的
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
具
体
的
状
況
に
お
け
る
具
体
的
人
間
関
係
に
か
か
わ
る
模
範
的
行
為
が
、
次
第
に
慣
習
ル
ー

ル
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ア
ン
ガ
ー
に
よ
れ
礎
、
「
礼
」
は
合
意
に
よ
り
成
立
し
、
そ
の
事
実
的
永
続
性
が

規
範
の
生
命
で
あ
り
、
従
っ
て
社
会
変
化
を
許
容
で
き
な
い
、
又
そ
れ
自
身
の
変
更
が
困
難
な
規
範
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
く
ア
ン
ガ
ー
に
よ

れ
ば
、
社
会
ル
ー
ル
が
実
定
的
で
あ
り
、
か
つ
公
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
色
を
備
え
る
に
は
、
共
同
体
の
解
体
及
び
国
家
と
社
会
と
の
分
離

と
い
う
二
つ
の
社
会
的
要
因
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
規
範
で
あ
っ
た
「
法
」

は
、
道
具
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
、
従
っ
て
目
的
達
成
の
為
に
は
そ
の
遵
守
が
特
に
は
求
め
ら
れ
な
い
規
範
で
あ
る
。

　
国
家
と
社
会
と
の
分
離
は
、
ア
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
実
と
理
念
と
を
区
別
す
る
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
ご
と
く
、
董
仲
寄
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礼法秩序論をめぐって

の
時
代
に
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
契
機
が
存
在
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
董
仲
紆
が
、
天
の
命
を
受
け
た
王
者
が
、
歴
史
的
社
会
的
状
況
に
応

じ
て
制
度
の
改
制
を
、
従
っ
て
社
会
ル
ー
ル
の
改
変
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
は
、
彼
が
共
同
体
成
員
の
合
意
に
よ
り
成

立
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
「
礼
」
を
重
視
す
る
儒
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
代
背
景
を
考
え
れ
ば
奇
と
す
る
に
足
り
な
い
。

　
以
上
か
ら
す
る
と
、
董
仲
紆
に
、
社
会
ル
ー
ル
と
は
社
会
を
人
為
的
に
操
作
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
現
実
と
理
念
と
を
区
別
し
な
い
有
機
体
的
宇
宙
観
の
下
に
居
た
こ
と
も
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。

　
儒
家
の
、
従
っ
て
董
仲
野
の
聖
人
制
礼
論
は
、
一
方
で
は
社
会
規
範
が
ア
ン
ガ
ー
の
言
う
管
理
型
法
に
な
っ
た
こ
と
を
承
認
す
る
と
同
時
に
、

他
方
で
は
現
実
の
世
俗
の
君
主
の
だ
れ
も
が
任
意
の
制
度
及
び
社
会
規
範
を
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
承
認
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
の
儒
家
的

解
決
策
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
家
は
、
聖
人
と
い
う
文
化
的
英
雄
に
伝
統
を
仮
託
し
、
又
人
為
的
制
度
及
び
規
範
の
作
成
を
委
ね
る
。
聖
人
は
自

然
と
人
為
と
の
連
結
点
に
立
ち
、
錬
金
術
的
転
換
の
主
体
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
の
下
で
は
、
社
会
ル
ー
ル
は
合
意
論
的
に
も
、
道
具
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

義
的
に
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
多
分
社
会
ル
ー
ル
の
作
成
者
や
運
用
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
好
都
合
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
社
会
ル
ー
ル
に
対
す
る
、
従
っ
て
支
配
者
に
対
す
る
批
判
を
、
あ
る
時
は
合
意
を
盾
に
、
又
別
の
時
は
状
況
の
変
化
を

盾
に
ご
都
合
主
義
的
に
か
わ
す
事
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
前
述
の
如
く
、
有
機
体
的
宇
宙
観
の
下
で
も
あ
る
種
の
合
理
化
可
能
性
は
存
在
す
る
。
又
、
内
在
的
超
越
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の

よ
う
な
論
理
的
陥
穽
に
は
ま
っ
て
し
ま
え
ば
、
批
判
の
全
て
は
ス
ポ
ン
ジ
に
し
み
込
む
水
の
よ
う
に
只
吸
収
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
や
が
て
批

判
精
神
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
何
処
に
批
判
の
支
点
を
築
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
、
董
仲
野
の
理
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヨ
レ

立
場
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
自
然
主
義
・
基
礎
付
け
主
義
か
と
い
う
問
題
と
も
絡
ん
で
い
る
。
既
に
論
じ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る

が
、
董
仲
紆
は
、
「
王
者
に
は
改
制
の
名
は
あ
っ
て
も
、
変
道
の
実
は
な
い
。
」
と
主
張
す
る
。
「
改
制
の
名
が
あ
る
」
と
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
の
表
明
で
あ
る
。
「
変
道
の
実
は
な
い
」
と
は
、
自
然
主
義
の
表
明
で
あ
る
。
董
仲
紆
に
は
両
方
の
立
場
が
特
に
矛
盾
な
く
取
り
入
れ
ら
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れ
、
何
れ
か
の
立
場
に
組
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
に
は
、
宗
法
倫
理
を
支
点
と
し
て
社
会
制
度
及
び
ル
ー
ル
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
改
変
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
が
儒
教
倫
理
の
権
化
と
し
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
も
一
面
で
は
当
然
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
我
々
に
と
っ
て
全
く
無
関
係
と
い
う
の
で
は
な
い
。
今
日
、
我
々
の
価
値
中
立
的
近
代
法
シ
ス
テ
ム
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
レ

倫
理
的
担
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
現
代
化
政
策
の
進
展
と
と
も
に
社
会
主
義
倫
理
の
強
調
が
な
さ

れ
て
い
る
。
我
々
は
、
倫
理
を
語
ら
ぬ
こ
と
の
危
う
さ
と
同
時
に
、
倫
理
を
語
る
こ
と
の
危
う
さ
を
、
も
う
一
度
自
覚
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

蓬
。

カ
穿丁注（

3
）

　
以
下
の
ア
ン
ガ
ー
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
R
．
ア
ン
ガ
ー
の
中
国
古
代
礼
法
論
」
鹿
大
法
学
論
集
二
一
丁
二
（
一
九
八
七
）
。

　
滋
賀
秀
三
「
中
国
法
」
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
1
3
』
一
三
〇
頁
（
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
七
四
）
で
は
、
帝
制
期
の
法
の
形
式
と
し
て

基
本
法
典
、
副
次
法
典
、
単
行
指
令
の
三
レ
ベ
ル
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
他
に
、
ω
寓
δ
＞
ω
国
d
N
ρ
＞
切
霧
8
霞
雲
o
q
亀
↓
き
の

9
鴨
巴
讐
貯
①
国
9
B
P
冒
U
，
目
註
一
8
9
a
こ
＞
ω
ヲ
ζ
＞
も
O
搾
o
。
三
ω
霞
一
霧
．
＜
o
一
。
＜
℃
胃
け
鈍
マ
O
o
。
ご
こ
の
三
形
式
は
、
近
代
法

シ
ス
テ
ム
の
下
で
の
一
般
法
、
特
別
法
、
行
政
命
令
と
い
う
体
系
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
全
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
内
容
及

び
効
力
の
点
で
、
副
次
法
典
が
基
本
法
典
に
優
先
し
、
単
行
指
令
が
副
次
法
典
に
優
先
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
基
本
法
典
は
社
会
変
化

を
超
え
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
が
雛
型
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
も
理
由
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
法
典
は
決
し
て
単
な
る

雛
型
で
は
な
く
、
常
に
有
効
な
規
範
で
あ
っ
た
（
中
村
茂
夫
「
伝
統
中
国
法
”
雛
型
説
に
対
す
る
一
試
論
」
法
政
理
論
十
二
－
一
（
一
九
七
九
）
）
。
以

上
の
こ
と
が
、
帝
制
期
の
中
国
法
体
系
の
理
解
を
厄
介
な
も
の
に
す
る
。
し
か
し
、
本
論
に
示
し
た
よ
う
な
社
会
規
範
の
合
意
論
的
理
解
と
道
具
主
義

的
理
解
が
両
立
し
う
る
と
い
う
考
え
を
前
提
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
法
体
系
も
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
基
本
法
典
は
合
意
論
的

に
理
解
さ
れ
る
非
一
時
的
規
範
で
あ
り
、
単
行
指
令
は
一
時
的
道
具
的
規
範
で
あ
っ
て
、
両
者
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
中
国
的
世
界
観
の
下
で

は
何
ら
矛
盾
を
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
も
、
そ
の
法
形
式
は
異
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
複
合
的
規
範
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ

と
は
、
既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
拙
稿
「
中
国
法
思
想
の
基
層
」
。
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（
4
）

（
5
）

　
近
代
法
シ
ス
テ
ム
が
価
値
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
の
も
一
面
で
は
空
想
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
個
人
（
人
格
）
の
尊
厳
や
私
的
（
所
有
権
的
）
自
由
と

い
っ
た
近
代
社
会
倫
理
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
又
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
体
系
で
は
そ
も
そ
も
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
と
は
常
に
奇
妙
な
両
立
を
続
け
て

き
た
。
望
月
礼
二
郎
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
考
」
神
奈
川
法
学
三
十
－
一
（
一
九
九
五
）
。
尚
、
「
法
の
支
配
」
の
現
代
的
変
様
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
を
参

照
せ
よ
。
型
ω
●
＞
鼠
巻
F
一
⑳
≦
き
α
冒
a
①
旨
ω
o
巳
9
ざ
ぎ
α
＆
こ
薯
●
ε
亀
捨
（
0
4
0
巳
q
℃
こ
一
〇
〇
㎝
）
。
尚
、
通
論
と
し
て
、
＞
口
α
q
①
り
｝

o
℃
。
o
一
叶
こ
℃
マ
一
Qo
転
、
●

　
現
在
の
法
哲
学
の
現
状
に
つ
い
て
は
色
々
の
見
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
正
に
こ
の
よ
う
な
問
題
と
格
闘
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

法
シ
ス
テ
ム
の
価
値
中
立
性
を
維
持
し
ゲ
ー
ム
的
公
正
さ
を
求
め
た
り
、
又
法
シ
ス
テ
ム
の
原
理
的
価
値
と
し
て
人
権
や
自
由
を
求
め
る
動
き
を
、
そ

の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
＞
’
凶
ゆ
亀
日
磐
P
国
8
算
。
。
℃
江
一
8
8
巳
。
ぎ
α
①
胃
Z
碧
『
Z
①
雷
①
登
ド
＞
亀
一
●
｝
げ
霧
D
¢
“
段
捨

（
∪
Φ
畠
霞
即
ζ
巳
一
霞
」
O
o
。
O
y
尚
、
現
代
中
国
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

礼法秩序論をめぐって

第
三
節
礼
法
秩
序
論
の
諸
問
題

　
前
節
ま
で
、
董
仲
紆
の
礼
法
思
想
を
礼
法
秩
序
論
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
内
容
及
び
意
義
を
論
じ
て
き
た
。
本
節
で
は
、
董
仲
紆
か
ら
離
れ
、

法
シ
ス
テ
ム
の
倫
理
化
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
問
題
を
論
じ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
董
仲
紆
の
思
想
と
全
く
無
関
係
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
功
利
的
行
為
が
、
倫
理
規
準
で
あ
る
「
義
」
に
よ
っ
て
調
整
・
制
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
の
評
価
に
お
い
て
行

為
者
の
倫
理
的
内
面
ま
で
も
追
求
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
近
代
法
シ
ス
テ
ム
は
、
功
利
的
計
算
可
能
な
行
為
を
遂
行
す
る
合
理
的
人
間
を
前
提
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
資
本
制
的
市
場
の
想
定

す
る
人
間
観
と
通
底
し
て
い
る
。
市
場
、
及
び
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
基
本
的
に
は
、
人
よ
り
も
行
為
が
問
題
と
な
る
。
又
、
そ
の
行

為
の
評
価
に
お
い
て
も
、
形
式
的
、
外
面
的
要
素
が
優
位
に
あ
り
、
倫
理
的
内
面
ま
で
も
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

　
し
か
し
、
儒
家
の
観
念
で
は
、
人
間
は
多
様
な
能
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
は
理
性
の
み
な
ら
ず
情
動
面
も
含
め
て
全
人
的
に
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理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
外
形
的
行
為
だ
け
で
は
な
く
内
心
ま
で
を
含
め
た
丸
ご
と
の
人
間
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為

の
評
価
に
お
い
て
そ
の
人
間
の
倫
理
的
内
面
ま
で
も
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
国
の
法
制
度
、
司
法
実
務
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
。
今
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
二
つ
の
例
を
示
し
て
み
た
い
。

　
一
つ
は
、
事
の
真
実
が
倫
理
的
内
面
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
は
本
人
だ
け
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
が
法
制
度
と
し
て
口
供
主
義
を
促
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
口
供
主
義
の
法
制
度
及
び
「
真
実
は
本
人
だ
け
が
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
観
念
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
、
儒
家
の
人
間
中
心
主
義
、

即
ち
真
実
を
「
神
の
み
ぞ
知
る
」
と
し
て
超
越
的
存
在
に
委
ね
て
し
ま
わ
ず
、
あ
く
ま
で
「
人
間
が
発
見
す
る
（
で
き
る
）
」
と
い
う
考
え
に

立
つ
こ
と
と
そ
の
背
後
に
あ
る
宗
教
観
・
神
観
念
（
既
述
の
有
機
体
的
宇
宙
観
）
と
の
連
係
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
倫
理

的
内
面
の
追
求
を
、
そ
の
よ
う
な
観
念
の
表
出
型
の
一
例
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
本
論
で
は
指
摘
に
と
ど
め
、
こ
れ
以
上
は
追
求
し
な
い
。

　
今
日
、
訴
訟
法
の
研
究
で
は
、
司
法
実
務
に
お
い
て
客
観
的
（
実
体
的
）
真
実
・
客
観
的
正
義
の
発
見
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
手
続
き
の
無

視
、
自
白
の
偏
重
、
そ
し
て
拷
間
を
生
む
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
民
事
訴
訟
法
理
論
に
お
け
る
、
裁
判
を
形
式
的
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
レ

続
法
を
通
じ
た
対
話
的
真
実
・
正
義
の
発
見
と
し
て
理
解
す
る
論
調
と
も
結
ん
で
、
中
国
法
制
度
を
批
判
す
る
有
力
な
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
中
国
法
制
度
に
こ
の
よ
う
な
側
面
（
即
ち
、
裁
判
に
お
け
る
客
観
的
（
実
体
的
）
真
実
の
追
求
と
形
式
的
手
続
法
の
不
存
在
）
の
有

る
こ
と
は
、
確
か
に
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
中
国
法
制
度
に
、
形
式
的
手
続
法
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
過
程
に
何
ら
の
法
的
手
続
き
も
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
り
、
同
じ
事
態
な
の
で
は
な
い
。
制
度
の
中
に
訴
訟
参
加
者
を
拘
束
す
る
明
確
な
成
文
の
手
続
法
が
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
官
吏
を
拘
束
す
る
手
続
的
ル
ー
ル
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
口
供
主
義
、
拷
問
が
、
裁
判
の
推
鞠
の
段
階
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヨ
レ

法
的
手
続
き
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
即
ち
、
自
白
の
強
要
や
拷
問
は
、
法
的
手
続
き
に
拠
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
事
態
で
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礼法秩序論をめぐって

あ
る
。
一
般
的
に
は
、
中
国
の
司
法
は
、
非
手
続
法
的
手
続
き
を
尽
く
し
て
、
当
事
者
及
び
社
会
の
納
得
を
と
り
つ
け
る
こ
と
に
、
そ
の
主
た

る
眼
目
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
真
実
・
客
観
的
正
義
の
追
求
、
さ
ら
に
そ
こ
に
伴
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
手
続
的
ル
ー
ル
の

無
視
あ
る
い
は
形
式
的
手
続
法
の
不
存
在
が
、
直
接
的
論
理
必
然
的
帰
結
と
し
て
口
供
主
義
、
自
白
強
要
や
そ
れ
に
伴
う
拷
問
を
生
み
出
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
イ
　

わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
自
白
強
要
や
拷
問
と
い
う
法
的
手
続
き
を
生
み
出
す
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
行
為
よ
り
人
間
を
、

正
確
に
言
え
ば
、
全
人
的
人
間
を
問
題
と
し
、
従
っ
て
外
形
的
行
為
の
み
な
ら
ず
行
為
者
の
倫
理
的
内
面
ま
で
を
も
追
求
し
国
家
的
に
統
制
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ズ
　
　

よ
う
と
す
る
儒
家
の
理
念
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。
儒
家
が
、
行
為
よ
り
行
為
者
を
重
視
す
る
礼
規
範
を
維
持
し
、
規
範
違
背
に
対
し
て

心
か
ら
の
反
省
を
求
め
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
し
て
教
化
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
総
合
的
人
間
統
制
の
手
段
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
、

十
分
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
は
、
法
的
紛
争
の
質
の
問
題
で
あ
る
。

　
近
代
法
シ
ス
テ
ム
で
は
、
紛
争
は
法
的
紛
争
へ
と
そ
の
複
雑
さ
が
縮
減
さ
れ
、
形
式
的
法
定
手
続
き
を
尽
く
し
て
得
ら
れ
た
結
論
が
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
　

「
真
実
」
「
正
義
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
儒
家
的
理
念
の
下
で
は
、
紛
争
は
常
に
「
義
」
を
争
う
こ
と
に
な
る
。
名
分
的
社
会
関
係
が
制
度
と
し
て
確
立
維
持
さ
れ
て
い
る

間
は
、
名
分
的
「
義
」
を
実
現
し
た
社
会
秩
序
か
ら
行
為
規
準
を
導
出
し
構
成
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
社
会
制
度
が
緩
ん
で
く
る
と
、
そ
の
よ
う
な
行
為
規
準
の
確
定
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
繰
り
返
し
「
義
」
の
確
認

が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
教
化
・
教
育
を
儒
家
が
重
視
し
た
所
以
で
も
あ
る
。
又
、
私
利
の
争
い
は
、
単
な
る
功
利
的
利
害
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

調
整
を
越
え
て
、
個
人
的
「
義
」
の
争
い
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
面
子
の
争
い
と
な
る
。
従
っ
て
、
紛
争
の
核
心
は
、
紛
争
当
事
者
の
全
人

格
を
か
け
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
の
法
的
紛
争
は
、
形
式
的
真
実
で
満
足
す
る
縮
減
さ
れ
た
紛
争
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

「
義
」
の
存
否
を
め
ぐ
り
実
体
的
客
観
的
真
実
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
大
限
に
拡
大
さ
れ
た
紛
争
と
な
る
。
従
っ
て
、
紛
争
解
決
の
努
力

は
、
紛
争
当
事
者
が
納
得
す
る
ま
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
又
口
供
主
義
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
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う
の
も
、
当
事
者
の
心
の
中
は
、
結
局
は
そ
れ
が
言
葉
と
し
て
表
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
他
者
が
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
紛
争
の
裁

定
者
が
当
事
者
の
納
得
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
手
立
て
を
使
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
獲
得
す
る
必
要
が
生

じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
諸
点
は
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
否
定
す
べ
き
欠
陥
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
下
で
の
紛
争
の
法
的
解

決
は
、
決
し
て
紛
争
の
全
面
的
解
決
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
（
手
続
き
）
法
」
的
解
決
で
し
か
な
い
が
、
正
に
そ
れ
こ
そ
が
近
代
法
シ
ス
テ

ム
の
利
点
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
吟
味
す
べ
き
問
題
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
客
観
的
真
実
・
客
観
的
正
義
の
追
求
は
、
法
シ
ス
テ
ム
に
は
不
要
で
あ
る
の
か
？
　
紛
争
の
法
的
解
決
で
は
、
当
事
者

の
納
得
を
取
り
付
け
る
こ
と
は
不
要
な
の
か
？
　
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
？
等
々
。

　
実
際
、
如
何
な
る
制
度
の
下
で
も
、
形
式
と
実
質
の
問
に
何
ら
か
の
了
解
点
を
求
め
る
こ
と
を
、
我
々
は
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
了
解
点
を
指
示
す
る
「
中
庸
」
も
又
、
儒
家
の
本
来
の
観
念
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
勿
論
、
「
中
庸
」
観

念
そ
れ
自
体
は
抽
象
的
理
念
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
こ
か
ら
具
体
的
制
度
が
導
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
だ
が
。

　
最
後
に
、
礼
法
秩
序
論
に
お
け
る
法
規
範
の
自
律
性
の
欠
如
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
漢
初
の
分
封
制
の
弊
害
か
ら
、
漢
の
真
の
統
一
に
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

て
統
一
的
法
制
が
求
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
漢
武
期
に
は
漢
法
は
一
応
の
一
般
性
及
び
斉
一
性
を
備
え
て
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
な
ぜ
ア
ン
ガ
ー
の
言
う
自
由
社
会
型
法
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
法
の
自
律
性
の
欠
如
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

で
は
な
ぜ
自
律
性
が
欠
け
た
の
か
。
今
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
権
力
分
立

論
の
不
存
在
で
あ
る
。
聖
人
制
礼
説
に
立
て
ば
、
聖
人
に
対
抗
す
る
権
力
掌
握
者
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
は
、
現
世
の
支
配
者
の
統
一
的
権

力
掌
握
に
道
を
開
き
、
支
え
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
二
つ
は
、
自
律
的
法
曹
団
の
不
存
在
で
あ
る
。
儒
家
（
正
確
に
は
儒
学
を
学
ん
だ
）
官
僚

に
よ
る
法
解
釈
権
、
司
法
権
の
独
占
も
、
そ
の
よ
う
な
集
団
を
作
り
出
す
迄
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
に
と
り
法
が
あ
く
ま
で
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど

化
的
に
二
流
で
あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
又
、
彼
ら
が
官
僚
と
し
て
完
全
に
皇
帝
権
の
下
に
服
し
自
足
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
三
つ
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は
、
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
倫
理
が
優
位
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
規
範
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

に
も
、
聖
人
制
礼
説
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
は
、
潜
在
的
に
は
、
現
代
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ロ

シ
ス
テ
ム
を
批
判
す
る
支
点
を
、
本
当
に
手
に
入
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
後
者
の
二
つ

我
々
は
、
自
ら
の
法
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（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
王
亜
新
「
中
国
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
探
知
方
式
と
そ
の
変
化
（
一
）
（
二
）
」
民
商
法
雑
誌
一
〇
三
－
六
、
一
〇
四
ー
一
（
一
九
九
一
）
。

　
こ
の
手
続
き
の
秘
密
性
は
、
あ
る
い
は
韓
非
子
の
「
術
」
論
に
始
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
拙
稿
「
韓
非
子
の
法
思
想
（
二
）
」
鹿
大
法
学
論
集
十
八
－

一
・
二
、
特
に
六
四
頁
（
一
九
八
三
）
。

　
例
え
ば
、
『
唐
律
疏
議
』
断
獄
（
訊
囚
察
辞
理
条
）
を
見
よ
。

　
滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
（
特
に
第
一
論
文
）
（
創
文
社
、
一
九
八
四
）
。

　
自
白
の
な
い
か
ぎ
り
、
内
心
は
外
形
を
手
が
か
り
に
す
る
以
外
に
な
い
。
裁
判
官
の
基
本
的
能
力
が
「
五
聴
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
も
、
も
っ
と
も

で
あ
る
。
『
周
礼
』
（
秋
官
司
冠
）
「
（
小
司
冠
之
職
）
以
五
声
聴
獄
訟
、
求
民
情
。
一
日
辞
聴
、
二
日
色
聴
、
三
日
気
聴
、
四
日
耳
聴
、
五
日
目
聴
。
」

　
近
代
刑
法
は
、
法
と
宗
教
・
倫
理
と
が
未
分
化
状
態
に
あ
っ
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
体
制
と
対
決
し
て
、
法
と
倫
理
と
を
分
離
し
た
ベ
ッ
カ
リ
ー

ア
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
等
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
人
権
擁
護
を
重
視
す
る
客
観
主
義
・
行
為
主
義
と
刑
事
政
策
を
重
視
す
る

主
観
主
義
・
行
為
者
主
義
と
の
対
立
、
統
合
、
相
互
変
容
と
い
っ
た
多
様
な
道
を
経
て
刑
法
理
論
は
展
開
し
て
行
く
。
そ
の
間
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
こ
と
の
一
つ
に
、
モ
ラ
リ
ズ
ム
（
道
義
的
・
倫
理
的
責
任
の
追
求
）
が
、
客
観
主
義
と
主
観
主
義
と
の
何
れ
か
と
論
理
必
然
的
に
結
び
つ
く
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
董
仲
嵜
の
「
春
秋
決
獄
」
が
中
国
法
制
度
史
の
中
で
全
く
異
質
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
は
再
考
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
、

私
は
考
え
る
。

　
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
下
で
も
、
民
法
領
域
で
は
確
か
に
形
式
的
真
実
が
追
求
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
法
領
域
で
は
実
体
的
真
実
が
追
求
さ
れ
て
い
る
、

と
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
刑
法
領
域
に
お
い
て
も
、
実
体
的
真
実
は
形
式
的
手
続
法
に
遵
っ
て
手
に
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
後
者

が
前
者
に
優
位
す
る
。
こ
の
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
特
色
を
本
文
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
当
で
は
な
か
ろ
う
。

　
面
子
を
か
け
た
争
い
は
、
家
族
ま
で
巻
き
込
む
こ
と
に
な
る
。
≦
勧
訂
浮
胃
ρ
O
巳
詳
き
α
ω
一
づ
冒
ギ
巴
三
9
巴
O
臣
昌
P
マ
旨
鱒
♪
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漢
初
の
諸
王
の
反
乱
は
、
統
一
的
法
制
の
破
壊
で
あ
っ
た
。
「
檀
為
法
令
、
不
用
漢
法
」
「
檀
罪
人
」

前
掲
、
滋
賀
「
中
国
法
」
一
二
九
頁
。

余
英
時
『
中
国
知
識
階
層
史
論
く
古
代
編
V
』
七
三
頁
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
○
）
。

前
掲
拙
稿
「
中
国
法
思
想
の
基
層
」
。

『
漢
書
』
（
准
南
伝
）
。

む
す
び

　
以
上
の
考
察
で
、
董
仲
好
の
礼
法
思
想
を
介
し
て
み
て
き
た
礼
法
秩
序
論
の
内
容
、
意
義
、
及
び
そ
の
問
題
点
が
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、
副
次
的
に
次
の
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

　
一
つ
は
、
董
仲
紆
の
「
春
秋
決
獄
」
は
、
そ
れ
が
確
か
に
主
観
主
義
、
動
機
主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
の
法
的
推
論
過
程
は
帝
制
期

を
通
じ
た
法
的
推
論
過
程
と
類
似
の
構
造
を
持
ち
、
決
し
て
特
別
な
歴
史
的
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
春
秋
決
獄
」

は
、
帝
制
期
司
法
に
つ
な
が
る
、
従
っ
て
礼
法
一
体
秩
序
の
下
で
の
司
法
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
に
は
、
有
機
体
的
宇
宙
観
の
下
で
合
理
化
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
宇
宙
観
の
下
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な

行
為
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
有
機
体
的
宇
宙
観
に
立
つ
こ
と
は
、
自
然
と
人
為
と
を
連
続
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
の

こ
と
は
人
間
が
自
然
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
で
も
人
為
へ
の
信
頼
は
維
持
さ
れ
得
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
が
人
為
を
通
じ

て
現
実
化
さ
れ
る
錬
金
術
的
転
換
が
施
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
そ
こ
で
は
逆
に
、
人
為
が
自
然
へ
と
転
化
さ
れ
る
こ
と
、
従
っ
て

人
為
が
聖
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
念
の
端
的
な
表
明
が
聖
人
制
礼
説
で
あ
る
。
こ
の
説
が
聴
か
れ
た
時
、
人
為
へ
の
批
判
の
支
点
を

我
々
は
失
っ
て
し
ま
う
。
我
々
に
唯
一
可
能
な
こ
と
は
、
聖
化
さ
れ
た
行
為
に
無
批
判
的
に
順
い
、
そ
れ
を
基
準
に
他
を
言
う
こ
と
だ
け
に
な

る
。
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三
つ
に
は
、
二
と
関
連
す
る
が
、
法
シ
ス
テ
ム
の
中
で
倫
理
を
重
視
す
る
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
二
の
理
解
に
従
え
ば
、
中
国
法
シ
ス
テ
ム

が
理
念
（
理
想
）
と
現
実
と
を
一
体
化
し
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
、
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
理
的
必
然
で
あ
っ
た
。

中
国
に
は
、
理
念
と
し
て
宗
法
倫
理
を
立
て
、
現
実
に
は
法
を
道
具
と
し
た
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
現
代
か
ら
す
れ
ば
問

題
で
あ
る
の
は
、
理
念
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
が
封
建
倫
理
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
近
代
市
民
社
会
倫
理
で
あ
れ
ば
、
文
字
通

り
理
想
の
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
社
会
主
義
倫
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
か
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
礼
法
秩
序
論
が
教
え
て
く

れ
る
の
は
、
間
題
が
そ
こ
に
は
な
い
こ
と
、
即
ち
、
聖
人
を
取
り
替
え
て
も
問
題
は
解
決
せ
ず
、
正
に
法
シ
ス
テ
ム
の
倫
理
化
そ
の
事
自
体
が

問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
私
は
法
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
倫
理
が
不
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
今
、
我
々

に
は
理
念
と
現
実
と
の
緊
張
関
係
の
維
持
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
稿
は
、
は
じ
め
に
示
し
た
通
り
、
董
仲
嵜
の
思
想
を
、
そ
れ
を
礼
法
秩
序
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
限
定
し
た
視
点
か
ら
、
考
察
し
て

き
た
。
従
っ
て
、
そ
の
思
想
の
全
面
的
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
の
手
に
余
る
課
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
可
能
な
ら
ば
い
つ
の

日
か
そ
れ
を
実
現
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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［
付
記
］
本
稿
は
、
一
九
九
五
年
度
文
部
省
科
研
費
一
般
研
究
（
C
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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